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１．自然再生について 

(1) 生物多様性と自然再生 

わが国では、1993 年（平成５年）に「生物の多様性に関する条約」を締結し、平成７年

に条約実施の基本方針等を定めた「生物多様性国家戦略」が決定された。その後、平成 14

年３月に「新・生物多様性国家戦略」として全面的に見直され、地球環境保全に関する関

係閣僚会議で決定された。今後はこの新しい国家戦略を、政府一体となって自然環境の保

全と再生に取り組むための中長期的なトータルプランとして位置付け、生物多様性の確保

に係る施策の総合的かつ計画的な推進を図る事になった。 

(2) 自然再生推進法 

自然再生推進法は、自然再生を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生

する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的として制定された。 

この法律では、自然再生事業を NPO や専門家を始めとする地域の多様な主体の参画と創

意により、地域主導のボトムアップ型で進める新たな事業として位置付け、その基本理念、

具体的手順等が明らかになった。 

この法律では、自然再生を以下のように定義している。 

 

基本理念は、地域における自然環境の特性、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏

まえて、科学的知見に基づいて実施すること及び事業の着手後においても自然再生の状況

を監視し、その結果に科学的な評価を加え、これを事業に反映することである。 

また地域の多様な主体の参加を目指し、政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進

するための基本方針を閣議決定した。基本方針の案は、環境大臣が農林水産大臣、国土交

通大臣と協議して作成した。自然再生事業の実施者は、地域住民、NPO、専門家、関係行政

機関等とともに協議会を組織すること、及び、自然再生基本方針及び協議会での協議結果

に基づき、自然再生事業実施計画を作成することとした。 

NPO 等への支援主務大臣は、実施者の相談に応じる体制を整備することや、国及び地方

公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置に努力すること

とされた。 

関係省庁が連携するためには、環境省、国土交通省、農林水産省その他の関係行政機関

で構成する自然再生推進会議が設置された。３省は自然再生専門家会議を設置し、意見聴

取を行うことも決まった。 

自然再生の目的は、過去に失われた自然を積極的に取り戻すことを通じて生態系の健全

性を回復することである。 

参考に、国内における代表的なアマモ場再生事例を整理して表 1-1 に示した。 

過去に損なわれた自然環境を取り戻すため、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住

民、NPO、専門家等の地域の多様な主体が参加して、自然環境の保全、再生、創出等を

行うこと。 
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表
1
-
1
 
代

表
的

な
ア

マ
モ

場
再

生
事

例
 

有無
消失の
有無

消失要因
消失後の
影響

山口県久賀町 有 有 － － 復元 － 投石 小石結着法 － 保護水面 × 1年以内に枯死 － －

大分県国見町小江
地先

－ － － － 研究
水深
底質

竹製ﾋﾟﾝｾｯﾄ モジ網 － ？ 一部生残 － －

愛知県田原町地先 － － － － 研究 －
直接播種
マット

－ ？
直接播種は消失
マットは発芽率19%

－ －

広島県尾道市百
島・海老・灘地区

有 － － －
浚渫土砂を

利用した干潟再生
－

浚渫土投入
覆砂

移植 － ◎
再生前2.6ha
再生後8ha以上

嵩上げによる光環境の改善

香川県観音寺市室
本

有 有
干拓

塩田造成
漁獲減少 復元 － －

ムシロ
延縄式など

ｼｰﾀﾞｰﾃｰﾌﾟ
ｶﾞｰｾﾞ袋な

ど
－ × 2年以内に消失

波浪による地
盤変動
栄養不足

－

広島県広島市似島
二階地先

有 有
海洋汚染
埋立

漁獲減少 漁場整備
生育環境条件
との適合

建設残土
カキ殻投入

粘土結着 － － ◎
事業対象面積の3倍以上
に拡大(15,000㎡以上)

嵩上げによる光環境の改善

熊本県天草郡松島
合津樋合地先

有 有 海水浴場建設 － 代替
生育環境条件
との適合

マウンド
覆砂

底質改善
粘土結着 － ◎

移植2年目には2倍の密
度に増加

嵩上げによる光環境の改善

徳島県阿南市橘湾 有 有 発電所建設 － 代替
生育環境条件
との適合

竹串法 － ○
目標以上の藻場面積の
確保

－ －

広島県深江漁港 有 有 漁港整備埋立 －
代替

アサリ漁場造成
生育環境条件
との適合

嵩上げ 粘土結着 － ◎
移植後1ヶ月半の活着率
115%
複合藻場の形成

－
嵩上げによる光環境の改善

底質の改善

鳥取県中海 有 有 中海干拓事業
浅瀬減少
漁獲減少

水質改善
漁場機能の回復

生育環境条件
との適合

マウンド 粘土結着
ｺﾛｲﾀﾞﾙｼﾘｶ

ﾏｯﾄ
－ × 数年で全て消失 － －

香川県さぬき市津
田地先

－ － － － 生態系復元実証事業 － 覆砂 株移植
マット
ガーゼ法

－ △
順調に生長したが、移
植地外側へに広がりは
少ない。

－ －

徳島県鳴門市櫛木
地先

－ － － － 試験
生育環境条件
との適合

漂砂防止ﾌﾞ
ﾛｯｸ

小石敷設
株移植

マット
ガーゼ法

－ ○
株数は少ないが、4年間
は生残

－ －

広島県三原市沼田
川河口部地先

有 有 港湾工事 － 代替
生育環境条件
との適合

土つき移植 － △
移植後6年生残
種子生産の確認

－ －

岡山県日生地先 有 有
埋立

生活･工場排水
漁獲減少 漁獲量の増加 －

覆砂
ｶｷ殻散布
ｾﾞｵﾗｲﾄ散布

播種 － ◎
播種面積の20倍に相当
する1,000㎡に拡大

嵩上げによる光環境の改善
消波施設設置に伴う地形安定化

鹿児島県鹿屋市地
先

有 有 磯焼け 漁獲減少 漁獲量の増加 －
直接播種
マット

－ △
平成12年以降は、継続
的に繁茂させることに
成功

－ －

東京都葛西海浜公
園

有 有 － 試験 － － 粘土結着 ｺﾛｲﾀﾞﾙｼﾘｶ － ×
移植株は最長9ヶ月で消
失

衰退期の環境悪化
付着物の急増？

神奈川県横浜港み
なとみらい21新港
地区

有 有
埋立

富栄養化
透明度低下

－
環境改善

市民との協働事業
－ 覆砂 竹串法

ｺﾛｲﾀﾞﾙｼﾘｶ
ﾏｯﾄ

－ △ 越夏する個体なし － －

神奈川県横浜市金
沢区野島地先、海
の公園地先

有 － － －
環境改善

市民との協働事業
生育基準値
による選定

粘土結着
竹串法など

ｺﾛｲﾀﾞﾙｼﾘｶ
ｼｰﾄ

保護看板
の設置

◎ 分布域を拡大中
嵩上げによる光環境の改善
（別事業の養浜事業による）

千葉県浦安市、市
川市、船橋市

有 有
埋立

富栄養化
－ 復元

生育基準値
による選定

粘土結着 － △
順調に生長したが、平
成16年4月に消失

人為的な影
響？

－

兵庫県明石市江
井ヶ島港

－ － － － 市民との協働事業 － 育苗キット － ？ － － －

注1:結果欄のマークは、造成後のアマモ場分布面積の増減から、◎：拡大、○：維持、△：縮小、×：消失、？：不明であると判定し記載した。

注2:－は文献から読み取れず不明なもの、斜線は該当しない(行っていない)ことを示す。

～1970年代

1980年代

2000年代

1990年代

年代 場　所
再生目的 適地選定

アマモ場再生事業の背景

既存のアマモ場について

アマモ場再生技術

環境改善 移植 播種 保護方策
分布拡大
の要因

結果 消失要因

アマモ場再生後
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２．アマモ類の分布 
 国内におけるアマモ場分布の状況を、水産庁委託 生物多様性に配慮したアマモ場造成技術開発調

査事業 アマモ類の遺伝的多様性の解析調査 平成 16 年度報告書 １．主要海藻類の分布調査 課題

名 1-(1) 文献調査を主体とする主要海草類群落分布状況の把握 より引用して以下に示した。 
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図 1-(1)-1．アマモ類の分布位置 
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図 1-(1)-2．北海道（左）と秋田県（右）におけるアマモ類の分布位置 

 

表 1-(1)-3．北海道，秋田県における被度と構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道における藻場番号 3,5 の調査時期は 2004 年である。 

 

 

 

県
名

藻
場
番
号

被度
が

わか
る

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

1 ○ A A以上 ○ ○

2 不明 不明

3 ○ A A ○ ○ ○

4 ○ C B ○ ○

5 ○ A A以上 ○ ○

6 不明 ○ ○

1 ○ D以下 D以下 ○ ○

2 ○ D以下 D以下 ○ ○

3 ○ A A 不明

4 ○ D D 不明

5 ○ D以下 D以下 ○ ○

6 ○ C C 不明

7 ○ D以下 D以下 不明

北
海
道

秋
田
県

!

!

!

!
!

!
5

4
3

2

1

6

! 回答のあった藻場

!

!

!

! ! !

!
7

6
5

4

3
2

1

秋田県

北海道

アマモ類の分布位置 
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図 1-(1)-3．岩手県（左）と山形県（右）におけるアマモ類の分布位置 

 

表 1-(1)-4．岩手県，山形県における被度と構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県の構成種は第五回自然環境調査（1996）の調査票を参考に記載した。 

県
名

藻
場
番
号

被度
が

わか
る

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

1 ○ A ○ ○

2 ○ C ○ ○

3 ○ C ○ ○

4 ○ A ○ ○

5 ○ D ○ ○

6 ○ C ○ ○

7 ○ C ○ ○

8 ○ 未確認or消滅 不明

1 ○ B A ○ ○ ○

2 不明 不明

岩
手
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山
形
県

!

!
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1

! 回答のあった藻場
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!

!

!
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7
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3
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1
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アマモ類の分布位置 
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図 1-(1)-4．宮城県（左）と福島県（右）におけるアマモ類の分布位置 

 

表 1-(1)-5．宮城県,福島県における被度および構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

県
名

藻
場
番
号

被度
が

わか
る

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

1 ○ D C ○ ○

2 ○ B A ○ ○

3 ○ B A ○ ○

4 ○ B A ○ ○

1 ○ A A ○ ○

2 不明 ○ ○

宮
城
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福
島
県

!

! !

!
1

32

4

! 回答のあった藻場

!

!
2

1

福島県
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アマモ類の分布位置 
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図 1-(1)-5．神奈川県（左）と茨城県（右）におけるアマモ類の分布位置 

 

表 1-(1)-6．神奈川県，茨城県における被度および構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県
名

藻
場
番
号

被度
が

わか
る

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

1 ○ A A以上 ○ ○ ○

2 不明 ○ ○ ○

3 不明 ○ ○

4 ○ B A以上 ○ ○ ○

5 不明 ○ ○

6 ○ C A ○ ○

7 ○ A A以上 ○ ○ ○

8 ○ B A以上 ○ ○ ○ ○

9 ○ B A以上 ○ ○ ○

10 不明 不明

11 不明 ○ ○

12 不明 ○ ○

13 不明 ○ ○

14 不明 ○ ○

15 不明 ○ ○

16 不明 ○ ○

17 不明 ○ ○

18 不明 ○ ○

19 不明 ○ ○

20 不明 ○ ○

21 不明 ○ ○

22 不明 ○ ○ ○
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図 1-(1)-6．千葉県におけるアマモ類の分布位置 
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表 1-(1)-7．千葉県における構成種，調査時期，方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 構成種 方法 状況 確認日
1 アマモ 文献あり（輪島ら） 水深1.5m付近 2003/11/6
2 アマモ 航空写真を含む 水深1.0m付近 2003/10/22
3 アマモ 目視、遊泳 2003/5/17
4 アマモ 目視、遊泳 2003/5/17
5 アマモ 目視、遊泳 2003/5/19
6 アマモ 目視、遊泳 2003/5/19
7 アマモ 目視、遊泳 2003/5/19
8 浅部にコアマモ、深部にタチアマモ、アマモ 生物モニタリング調査 2003/5/21
9 アマモ 目視、遊泳 水深2m 2003/5/21

10 アマモ 目視、遊泳 水深2m 2003/10/1
11 アマモ 目視、遊泳 2003/5/16
12 アマモ 聞き取り調査 水深2m 2003/10/1
13 アマモ 目視、遊泳 水深1～3m付近 2003/7/17
14 アマモ 目視、遊泳 水深2m 2003/5/14
15 アマモ 目視、遊泳 水深2m 2003/5/2
16 アマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/5/2
17 アマモ 目視、遊泳 水深1m 2003/5/2
18 アマモ 目視、遊泳 水深2m 2003/6/11
19 アマモ 目視、遊泳 2003/6/11
20 アマモ 目視、遊泳 水深2m 2003/7/10
21 アマモ 航空写真を含む 水深3m 2003/10/1
22 アマモ 目視、遊泳 水深1mに点在 2003/10/7
23 アマモ，コアマモが混在 目視、遊泳 2003/5/5
24 アマモ，コアマモが混在 目視、遊泳 2003/5/5
25 アマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/5/5
26 アマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/5/5
27 アマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/10/1
28 アマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/5/5
29 アマモ 目視、遊泳 水深1～3mパッチ状に点在 2003/5/5
30 アマモ 目視、遊泳 2003/5/5
31 アマモ 目視、遊泳 2003/5/5
32 アマモ 目視、遊泳 2003/5/4
33 アマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/5/4
34 アマモ 目視、遊泳 水深2～3m付近 2003/5/4
35 アマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/5/4
36 アマモ，コアマモが混在 目視、遊泳 2003/5/18
37 アマモ 目視、遊泳 水深1～3m付近，濃密 2003/5/4
38 アマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/7/27
39 アマモ 目視、遊泳 2003/10/19
40 アマモ 目視、遊泳 水深1m 2003/5/18
41 アマモ 目視、遊泳 水深1m 2003/5/5
42 アマモ 目視、遊泳 水深1m 2003/5/5
43 アマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/5/5
44 アマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/5/18
45 アマモ 聞き取り情報 2003/10/19
46 アマモ，エビアマモ，タチアマモの花穂付き生殖株浮遊目視、遊泳 水深1m 2003/6/9
47 アマモ 目視、遊泳 水深1m 2003/5/30
48 アマモ 目視、遊泳 水深1m 2003/5/30
49 アマモとタチアマモの切れ株が浮遊 目視、遊泳 水深1m 2003/6/13
50 アマモとタチアマモの切れ株が浮遊 目視、遊泳 水深2m 2003/6/13
51 アマモ 目視、遊泳 水深2m 2003/9/25
52 アマモ 目視、遊泳 水深2m 2003/9/25
53 アマモ 目視、遊泳 水深1m 2003/6/1
54 アマモ 目視、遊泳 水深3m 2003/10/3
55 アマモ 目視、遊泳 水深2m 2003/10/3
56 アマモ 目視、遊泳 水深1m 2003/10/3
57 アマモ 目視、遊泳 水深1m 2003/6/16
58 アマモ 目視、遊泳 水深1m 2003/6/16
59 アマモ 目視、遊泳 水深1m 2003/6/1
60 アマモ 目視、遊泳 2003/6/1
61 アマモ 目視、遊泳 2003/6/1
62 アマモ 目視、遊泳 2003/6/1
63 アマモ 目視、遊泳 水深1m 2003/6/1
64 アマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/6/1
65 アマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/6/1
66 アマモ 目視、遊泳 2003/10/3
67 アマモ 目視、遊泳 2003/10/3
68 アマモ，エビアマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/6/16
69 アマモ 目視、遊泳 水深1～2m付近 2003/6/16
70 アマモ 目視、遊泳 2003/9/14
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図 1-(1)-7．静岡県におけるアマモ類の分布位置 

 

表 1-(1)-8．静岡県における被度および構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-(1)-8 の浜名湖内のアマモ分布は分布および被度を点によって示しており，表 1-(1)-8 には記

載していない。また確認日は 2000 年から 2003 年の 3 月から 6 月である。コアマモ分布（藻場番号 9

から 12）の調査日は 2004 年 11 月から 12 月である。伊豆半島におけるアマモの分布は平成 16 年末の

状況である。 

県
名

藻
場
番
号

被度
が

わか
る

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

1 不明 ○ ○

2 不明 ○ ○

3 不明 ○ ○

4 不明 ○ ○

5 不明 ○ ○

6 不明 ○ ○

7 不明 ○ ○

8 不明 ○ ○

9 不明 ○ ○

10 不明 ○ ○

11 不明 ○ ○

12 不明 ○ ○

静
岡
県

8
7
6
54

3

2

1

アマモ被度D以下

アマモ被度C以上

アマモ被度A以上

回答あった藻場アマモ

9

12

11

10

回答あった藻場のうちコアマモが分布

アマモ

コアマモ

静岡県

静岡県

静岡県

アマモ類の分布位置 
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図 1-(1)-8．和歌山県（上段），三重県（下段，左）と愛知県（下段，右）におけるアマモ類の分布位置 
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12
11
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愛知県

アマモ類の分布位置 

アマモ類の分布位置 
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表 1-(1)-9．和歌山県，三重県，愛知県における被度および構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県における 7番の藻場はアマモとコアマモの分布があり，表内の被度はコアマモの被度を示し，

アマモは「平均的な被度」で“C”，「繁茂場所の被度」で“B”である。同様に 10 番の藻場の表内のア

マモの被度を示し，ウミヒルモの「平均的な被度」は“D 以下”，「繁茂場所の被度」で“D”である。

11 番の表内の被度はアマモの値であり，コアマモの「平均的な被度」は“D”，「繁茂場所の被度」で

“C”，ウミヒルモの「平均的な被度」は“D 以下”，「繁茂場所の被度」で“D”である。 

 

県
名

藻場
番号

被度
がわ
かる

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

確認日

1 不明 ○ ○

2 ○ A以上 A以上 ○ ○

3 ○ A A以上 ○ ○ ○ ○ 2004/7/6

4 ○ A以上 A以上 ○ ○

5 ○ A A以上 ○ ○ ○

6 ○ A以上 A以上 ○ ○ 2004/7/8

7 ○ A A以上 ○ ○ 2004/7/15

8 ○ D以下 D以下 ○ ○

9 ○ D以下 D以下 ○ ○

10 ○ A A ○ ○

11 ○ A A ○ ○ 2004/7/21

12 ○ 未確認

13 ○ 未確認

1 ○ C B ○ ○

2 ○ B A ○ ○

3 ○ C B ○ ○

4 ○ C C ○ ○

5 ○ A A ○ ○

6 ○ B B ○ ○

7 ○ B A以上 ○ ○ ○ 2004/8/2

8 ○ A A以上 ○ ○ 2004/7/22

9 ○ B B ○ ○ 2004/5/31

10 ○ B A ○ ○ ○ 2004/7/8

11 ○ B A ○ ○ ○ ○ 2004/6/14

12 ○ B A ○ ○ 2004/7/8

13 ○ C B ○ ○ 2004/7/22

14 ○ なし

15 ○ なし

1 ○ D以下 C ○ ○ 2004/11/9

2 ○ D B ○ ○ 2004/11/10

3 ○ D B ○ ○ 2004/11/10

4 ○ D B ○ ○ 2004/11/10

5 ○ D C ○ ○

6 ○ B A ○ ○

7 ○ D B ○ ○

8 ○ C B ○ ○ 2004/11/14

9 ○ D C ○ ○ 2004/4/1

10 ○ C B ○ ○ 2004/4/1

11 ○ B A ○ ○ 2004/4/1

12 ○ B A ○ ○ 2004/4/1

13 ○ D C ○ ○ 2004/7/14

14 ○ D C ○ ○ 2004/7/14

15 ○ C A ○ ○ ○ 2004/5/17

16 ○ C B ○ ○ 2004/11/9

和
歌
山

愛
知
県

三
重
県
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図 1-(1)-9．大阪府（左下），石川県（右上），福井県（右下）におけるアマモ類の分布位置 

 

表 1-(1)-10．大阪府,石川県，福井県における被度および構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石川県の結果は「第 2回自然環境保全基礎調査 干潟，藻場，サンゴ礁分布調査報告書 1978 石川県 

（環境庁委託）」を参考プロットした。 

県
名

藻
場
番
号

被度
が

わか
る

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

1 ○ D以下 C ○ ○ ○

2 ○ D以下 B ○ ○

3 ○ D以下 D ○ ○

1 不明 ○ ○ ○

2 不明 ○ ○ ○

3 不明 ○ ○ ○ ○

4 不明 ○ ○

5 不明 ○ ○

6 不明 ○ ○ ○ ○

7 不明 ○ ○

8 不明 ○ ○

9 不明 ○ ○ ○

10 不明 ○ ○ ○ ○

11 不明 ○ ○

12 不明 ○ ○

福
井
県

1 ○ C B 不明 ○

大
阪
府

石
川
県

!
!

!
3

2
1

! 回答のあった藻場
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!

!

!

!

! !

!

!

!

!

9

87

6

5
4
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2
1

12
11

10

石川県

大阪府

!
1

福井県

アマモ類の分布位置
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図 1-(1)-10．島根県（左），京都府（右）におけるアマモ類の分布位置 

 

表 1-(1)-11．島根県，京都府における被度および構成種 
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! 回答のあった藻場
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1

京都府

島根県
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! 1

23

アマモ類の分布位置 

県
名

藻
場
番
号

被度
が

わか
る

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

1 不明

2 不明 ○ ○

3 不明 ○ ○

4 不明 ○ ○

5 不明 ○ ○

6 不明 ○ ○

7 不明 ○ ○

8 不明 ○ ○

9 不明 ○ ○

10 不明 ○ ○

11 不明 ○ ○

12 不明 ○ ○

13 不明 ○ ○

14 不明 ○ ○

15 不明 ○ ○

16 不明 ○ ○

17 不明 ○ ○

18 不明 ○ ○

19 不明 ○ ○

20 不明 ○ ○

21 不明 ○ ○

22 不明 ○ ○

23 不明 ○ ○ ○ ○

1 不明 ○ ○

2 不明 ○ ○

3 不明 ○ ○

島
根
県

京
都
府

新聞（朝日.H16.11.25島根版）によると、隠岐の島町蛸木の松島付近ではアマモとタチアマモが混在。
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図 1-(1)-11．岡山県（左）と兵庫県（右）におけるアマモ類の分布位置 

 

表 1-(1)-12．岡山県，兵庫県における被度および構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県
名

藻
場
番
号

被度
が

わか
る

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

1 ○ A A以上 ○ ○

2 ○ A A以上 ○ ○

3 ○ A A以上 ○ ○

4 ○ A A以上 ○ ○

5 ○ A A以上 ○ ○

6 ○ B A以上 ○ ○

7 ○ A A以上 ○ ○

8 ○ B A以上 ○ ○

9 ○ A A ○ ○

10 ○ B A ○ ○

11 ○ A A ○ ○ ○

12 ○ A A ○ ○ ○

13 ○ C B ○ ○ ○

14 ○ B A ○ ○ ○

15 ○ A A ○ ○

16 ○ A A ○ ○

17 ○ A A ○ ○

18 ○ A A ○ ○

19 ○ 未確認or消滅 未確認or消滅 不明

20 ○ A A ○ ○

21 ○ A A ○ ○

22 ○ A A ○ ○

23 ○ A A ○ ○

1 不明 不明

2 不明 不明

岡
山
県

兵
庫
県

9

8

22
21

20

23

17

16
15

14
13

12
11

10

18

point_moba 選択

!
!

2 1

兵庫県

岡山県

7

6

5

4

19

3

2

1

アマモ類の分布位置 
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図 1-(1)-12．山口県（左）と広島県（右）におけるアマモ類の分布位置 

 

表 1-(1)-13．山口県，広島県における被度および構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

県
名

藻
場
番
号

被度
が

わか
る

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

1 ○ C B ○ ○

2 ○ B A ○ ○

1 ○ C B ○ ○ ○

2 ○ B A ○ ○ ○

3 ○ C B ○ ○ ○

4 ○ C C ○ ○

5 ○ A A ○ ○

6 ○ A A ○ ○

7 ○ A A ○ ○

8 ○ B A ○ ○

9 ○ B A ○ ○

10 ○ B A ○ ○

11 ○ D C ○ ○

12 ○ C B ○ ○

広
島
県

山
口
県

! !
21

! 回答のあった藻場

!

!

!

!

!
!

!

!!!
! !

65

4
3

2

1

!

!
!
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図 1-(1)-13．香川県（左）と高知県（右）におけるアマモ類の分布位置 

 

表 1-(1)-14．香川県と高知県における被度および構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県における藻場番号 1，2，3，4，7，12 番の調査日は平成 16 年 12 月，5 番は平成 16 年 7 月，6

番は平成 16 年 11 月，8，10，11 番は平成 16 年 7 月，9番は平成 16 年 8 月，12，13 番は平成 16 年 6

月である。 

高知県における藻場番号 1，3，5 については平成 9 年時点のものである。 

 

県
名

藻
場
番
号

被度
が

わか
る

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

1 ○ B A以上 ○ ○ ○

2 ○ C C ○ ○

3 ○ C C ○ ○ ○ ○

4 ○ A A ○ ○ ○

5 ○ A A ○ ○ ○ ○

6 ○ C C ○ ○ ○ ○

7 ○ C C ○ ○ ○

8 ○ C A以上 ○ ○ ○ ○

9 ○ C A ○ ○

10 ○ B B ○ ○

11 ○ B B ○ ○

12 ○ B B ○ ○

13 ○ C C ○ ○

1 不明 ○ ○ ○ ○

2 ○ B A ○ ○

5 不明 ○ ○

4 不明 ○ ○

3 不明 ○ ○

6 ○ B A ○ ○

香
川
県

高
知
県

!

!

!

!

!

!
6

3
4

5

2

1

! 回答のあった藻場
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5
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香川県

高知県

アマモ類の分布位置 
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図 1-(1)-14．徳島県におけるアマモ類の分布位置 

 

表 1-(1)-15．徳島県における被度および構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島県における調査時期は，藻場番号 4番は 2002 年 7 月，11 月，2003 年 2 月，4月，また,5 番は 1994

年 4 月，6 番は 2004 年 7 月，9 番は 2004 年である。 

 

 

 

 

県
名

藻
場
番
号

被度
が

わか
る

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

1 ○ B A ○ ○

2 ○ B A ○ ○

3 ○ C B ○ ○ ○

4 ○ B A ○ ○

5 不明 ○ ○

6 ○ C B ○ ○

7 ○ B A ○ ○

8 ○ B A ○ ○ ○

9 ○ A A以上 ○ ○

10 ○ B A ○ ○

11 不明 ○ ○

12 不明 ○ ○

13 不明 ○ ○

14 不明 ○ ○

徳
島
県

!

!
!

!!

!

!

!!
!

!
4

6

5

7

9

8

14

13

11
10

12

! 回答のあった藻場
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アマモ類の分布位置 
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図 1-(1)-15．佐賀県（左）と福岡県（右）におけるアマモ類の分布位置 

 

表 1-(1)-16．佐賀県，福岡県における被度および構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県
名

藻
場
番
号

被度
が

わか
る

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

1 ○ A A以上 不明

2 ○ A A以上 不明

3 ○ B B ○ ○

4 ○ B B ○ ○

1 ○ B A ○ ○

2 ○ B A ○ ○

3 ○ C C ○ ○

福
岡
県

佐
賀
県

!
!

!
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1

! 回答のあった藻場
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アマモ類の分布位置 
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図 1-(1)-16．長崎県（左）と宮崎県（右）におけるアマモ類の分布位置 

 

表 1-(1)-17．長崎県における被度および構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎県における調査時期は平成 10 年から平成 13 年である。 

県
名

藻場
番号

被度
がわ
かる

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る
アマモ

スゲア
マモ

タチア
マモ

コアマ
モ

オオア
マモ

スガモ
エビア
マモ

ウミヒ
ルモ

1 ○ B 不明 ○ ○ ○
2 ○ B 不明 ○ ○ ○
3 ○ A 不明 ○ ○ ○
4 ○ A 不明 ○ ○
5 ○ D 不明 ○ ○
6 ○ C 不明 ○ ○
7 ○ B 不明 ○ ○
8 ○ C 不明 ○ ○ ○
9 ○ B 不明 ○ ○
10 ○ D以下 D以下 ○ ○
11 ○ A以上 A以上 ○ ○

1 ○ B B ○ ○ ○
2 ○ A A ○ ○ ○
3 ○ C 不明 ○ ○ ○
4 ○ D 不明 ○ ○ ○
5 ○ D 不明 ○ ○ ○
6 ○ A 不明 ○ ○ ○
7 ○ C 不明 ○ ○ ○
8 ○ A 不明 ○ ○ ○
9 ○ C 不明 ○ ○ ○
10 ○ C 不明 ○ ○
11 ○ B 不明 ○ ○ ○ ○
12 ○ C 不明 ○ ○ ○
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図 1-(1)-17．鹿児島県（上段），沖縄県（下段）におけるアマモ類の分布地位 
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表 1-(1)-18．鹿児島県における被度および構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-(1)-19．沖縄県における被度および構成種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県
名

藻場
番号

被度
がわ
かる

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

アマ
モ

スゲ
アマ
モ

タチ
アマ
モ

コア
マモ

オオ
アマ
モ

スガ
モ

エビ
アマ
モ

ウミ
ヒル
モ

確認日

1 ○ C ○ ○ ○ ○ 2004/6/7

2 ○ A ○ ○ ○ 2004/5/14

3 ○ C ○ ○ ○ ○ 2004/5/17

4 ○ B ○ ○ ○ ○ 2004/5/17

5 ○ B ○ ○ ○ ○ 2004/6/4

6 ○ B ○ ○ ○ ○ 2004/6/17

7 ○ A ○ ○ 2004/6/16

8 ○ B ○ ○ 2004/5/27

9 ○ B ○ ○ 2004/5/27

10 ○ D ○ ○ 2004/5/25

11 ○ D ○ ○ 2004/5/25

12 ○ B ○ ○ 2004/5/25

13 ○ B ○ ○ 2004/5/25

14 ○ B ○ ○ 2004/5/25

15 ○ D ○ 2004/5/25

16 ○ D ○ ○ 2004/5/25

17 ○ B ○ ○ 2004/5/25

18 ○ A ○ ○ 2004/5/27

19 ○ B ○ ○ 2004/5/27

20 ○ C ○ ○ 2004/5/27

21 ○ C ○ ○ 2004/5/27

22 ○ A ○ ○ 2004/5/26

23 ○ B ○ ○ 2004/5/26

24 ○ B ○ ○ 2004/5/26

25 ○ C ○ ○ 2004/5/26

26 不明 ○ ○

27 ○ A 不明 ○ ○ ○ 2002/7/8

28 ○ C ○ ○ 2002/5/9

29 不明 ○ ○

30 不明 不明

31 不明 不明

32 不明 不明

33 不明 不明

34 不明 不明

35 不明 不明

沿岸漁場総合整備開発基礎調査事業における海域環境図　藻場分布状況平
成3年3月鹿児島県水産振興課の資料を参考にプロットした。

鹿
児
島

県
名

藻
場
番
号

被度
がわ
かる

平均的な
被度

繁茂場所
の被度

構成種
がわか

る

ウミ
ヒル
モ

ウミ
ショ
ウブ

リュ
ウ

キュ
ウス

リュ
ウ

キュ
ウア

ベニ
アマ
モ

ウミ
ジグ
サ

マツ
バウ
ミジ
グサ

ヒメ
ウミ
ヒル
モ

ベニ
アマ
モ

1 ○ A ○ ○ ○ ○

2 ○ A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ A ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ A ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ A ○ ○

7 ○ A ○ ○

8 ○ A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 ○ A ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 ○ A ○ ○ ○

11 不明 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 不明 ○ ○ ○ ○ ○ ○

沖
縄
県
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３．NPO・市民団体等によるアマモ場再生活動事例 

 

国内各地でおこなわれつつある NPO・市民団体等による「アマモ場再生活動」の実態、およ

び自然再生推進法に基づいて市民と協働で行われている「自然再生事業」について、聞き取

りや資料収集等の調査を行い、協働による自然再生事業の進め方を検討する上での基礎資料

として整理した。 

 

１． 聞き取り調査 

インターネットによる情報収集や学会誌等の資料をもとにアマモの自然再生に取り組ん

でいる先進事例の中から抽出した事例について、調査票をもとに、５事例について聞き取り

調査を実施した。 

 

1)聞き取り調査の目的 

今回の聞き取り調査は、「先進事例としてアマモ場再生に取り組んでいる団体がどのよう

な組織で、どのように運営しているか。実際の再生場所の条件や実施方法とともにどのよ

うな活動の成果が得られているか。モニタリングの実施や情報公開をどのように行ってい

るか。どのような課題があるか。」を調査することにより、市民や行政の協働によるアマモ

場再生の運営方法や技術についての要点を整理することを目的とした。 

 

2)聞き取り先の抽出方法 

インターネットによる情報収集や学会誌等の資料収集からアマモの自然再生に取り組ん

でいる先進事例を以下の基準で抽出した。 

� アマモの自然再生に取り組んでいる 

� 協働している組織がある 

� 継続して取り組んでいる 

� 情報を公開している 

 

3)抽出した聞き取り先 

抽出した聞き取り先は、以下の５件。 

①NPO 法人海辺つくり研究会（神奈川県・野島、海の公園、ベイサイドマリーナ） 

②英虞湾再生コンソーシアム（三重県・志摩市立神） 

③NPO 法人三番瀬環境市民センター（千葉県・三番瀬） 

④日生町漁業協同組合（岡山県・日生町） 

⑤椹野川河口域・干潟自然再生協議会事務局（山口県・椹野川） 
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4)聞き取り方法 

抽出した聞き取り先に調査協力を依頼し、調査員が出向いて直接聞き取りを行った。 

 

5)調査内容 

調査内容は調査票（表 3-1）をもとに、聞き取りを行った。 

 

6)調査結果 

聞き取りした内容を表 3-2 に整理した。 

 

聞き取り調査の概要は以下のとおりであった。 

 

(1) 団体の概要 

今回のアンケートに協力いただいた団体は、NPO、漁業関係者、行政、企業及び大学等

教育機関などの広範な参加者により構成されており、協議会や委員会を設置し、合意形成

を図っていた。団体内及び他団体との調整を行う活動の中心となる人物は、参加団体毎に

存在し、その団体の長や責任者であることが多かった。大学や県の水産試験場等が参加し

ているため、専門知識や技術のサポートを得られていることが特徴であった。どの事例で

も、主な活動メンバー以外に市民団体等が参加していた。 

  

(2) 活動の目的や背景 

5 事例とも干潟や湾内の生態系の再生、水産振興、資源増殖を目的として、「かつてそ

こにあった自然の姿であるアマモ場再生」に取り組んでいた。 

 

(3) アマモ場再生活動の概要 

アマモ場の保全や移植や播種による再生に取り組んでいた。 

活動費用には大きな差があり、活動資金は、始めは団体の会費や漁業協同組合自ら費用負

担していることもあったが、国や県との協働事業に参加することにより事業費や助成金か

ら調達している事が多かった。 

 

(4)再生地の自然条件等 

物理的環境では、波浪は「低い」から「やや高い」まであったが、潮流は「普通」また

は「遅い」海域であった。勾配は、英虞湾の事例は「急斜面」であったが、残りの事例は

「なだらか」であった。砂面変動は、「普通」または「少ない」であり、干満差は１～２

ｍのところであった。 

水温は事例により異なったが、底質は「細かい砂」か「泥状の砂」であった。 

河川の流入は英虞湾以外で認められ、家庭排水が流入していた。 
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生物条件では、全ての事例でアマモがもともと生育していた場所であった。その他には、

コアマモやアオサ等が生育しており、アサリやホトトギスガイが生息していた。鳥類では

カモやシギが飛来していた。 

 

(5)再生方法 

再生技術の中で、適地選定が行われており、必要に応じて環境改善も行われていた。 

環境改善を行った事例では、アコヤガイやカキの殻、ゼオライトを散布した例があった。

また、競合生物を駆除した例もあった。 

基盤整備を行った事例は、英虞湾の事例では人工干潟を、岡山の日生町の事例ではマウ

ンド造成、消波施設整備をしていた。 

移植方法は、播種のみ、または播種と移植の併用など、その地域の実情に合わせて対応

していた。 

播種では間接播種のコロイダルシリカや播種シートを用い、移植では粘土結着法や竹串

法を用いていた。 

播種密度は、200～500 粒/㎡であった。 

アマモの移植、播種は、適地条件を考慮して実施していた。 

 

(6)成果 

移植や播種後は概ね面積の拡大や密度が高くなる等の成果がみられた。 

それまでに要した時間は、約 2 年から 17 年と大きな開きがあった。 

効果としては、魚介類の増加や産卵場としての機能が確認された。また、市民の関心度

も大きくなり、自然体験学習等に活かされるようになった。 

 

(7)モニタリング 

実施頻度は月 1 回から年 1 回まで開きがあったが、継続して実施していた。 

情報公開には全ての事例でインターネットを活用しており、その他にはシンポジウムの

開催、テレビ放映、出前授業等様々な媒体を通じて情報を発信する工夫が見られた。 

 

(8)問題点（費用・技術・安全・遊泳場所・漁業等） 

問題点を整理すると技術的問題点と組織運営に関する問題点に分けられた。 

技術的問題点には、母藻や種子を安定して入手することや、アマモの生育適地が限定さ

れていることなどがあった。 

組織運営等の問題点としては、参加者を増やすことや資金調達についてであった。 

 

7)まとめ 

事例として抽出された団体が共通して配慮している事項は、 

� 計画段階から多様な主体が参画している 
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� 専門家を含む多様な主体の連携による協議会で合意形成をしながら運営している 

� 技術的指導まで対応可能な人物が存在する 

� 環境学習等の利用・活用を含めた情報を発信している 

� 国・自治体等からの助成金や事業費等による資金調達がスムーズである 

であり、今後新たにアマモ場再生に取り組む場合のヒントになる部分である。これらの共

通事項から、組織や合意形成及び運営管理・環境学習・人材・情報・資金・技術がキーワ

ードとして挙げられた。 
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表 3-1(1) 調査票 

 

 

1 貴団体の概要についてお答えください。

貴団体の目的、理念や主な活動（アマモ場再生を除く）について簡単にご記入ください

2 アマモ場再生活動の概要についてお答えください。
1)　アマモ場再生活動を始めた目的や背景についてご記入ください

2)　活動している組織： 貴団体のみで活動されている場合は、参加者の階層（市民、行政、企業、漁業者等）をご記入ください

3）の解答欄にご記入ください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漁協

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当部署

3)　参加している市民団体等で中心となって活動している方

あり  ・  なし

保全  ・  再生  ・  代替

その他

総費用　　　　　　　　　　　　　　円 モニタリング・維持費用　　　　　　　　　　　　　　　円

　

　　　　　　　年　　　月　　　日　　　～　　　　　　　　年　　　月　　　日

中心的に活動している方

参加
団体
及び
個人

団体名

ア マ モ 場 再 生 に 関 す る ア ン ケ ー ト

ＴＥＬ． ＦＡＸ．

URL.E-MAIL

中心的に活動している方団体名

4)　委員会の有無

名称（概略）：

代表者氏名：

住所・連絡先：

活動組織名称

その他

市民・ＮＰＯ

漁業関係者

行政

企業

5)　再生の目的：

6)　活動費用：

8)　期間：

9)　場所：

7)　活動資金の調達先：

地図などがあれば添付してください
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表 3-1(2) 調査票 

 
3 再生地の自然条件等についてお答え下さい。

1）

高い  ・  普通  ・  低い 速い  ・  普通  ・  遅い

急斜面  ・  普通  ・  なだらか 大きい  ・  普通  ・  少ない

～1m  ・  1～2m  ・  2～4m  ・  4m～ 濁っている  ・  やや濁っている  ・  透明

2）

潮だまり等により特に高い　・　特に低い 底質： 荒い砂　・　細かい砂　・　泥状の砂

大きな河川がある　・　家庭排水の流入

河川名

3）

もともと生育していた　・　生育していなかった

コアマモ　・　タチアマモ

アオサ　・　ワカメ

その他

アサリ　・　ホトトギスガイ

その他

カモ　・　シギ

その他

4） 法指定状況等　： （港湾区域 （漁港区域 （海岸保全区域）（漁業権設定区域：　　　　　　　　　）（指定なし）

その他(                                   ) (不明）

5) 水域・沿岸利用状況：

6） 自然条件や地域の現状に関して、その他特筆すべき事項等がございましたらご記入下さい。

物理環境

勾配：

波浪：

水温：

化学環境

河川：

生物環境

アマモ：

その他のアマモ：

海藻：

動物：

鳥類：

潮流：

砂面変動：

光：干満差：
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表 3-1(3) 調査票 

 

 
4 再生方法についてお答え下さい。

アマモ　・　その他のアマモ類

覆砂　・　カキ殻散布　・　消波　・　競合生物駆除

その他

マウンド造成　・　潜提

その他

潜水　・　その他

移植　・　播種

粘土結着法  ・  竹串法 　・　土つき直接移植 　・  苗移植  　

その他

直接播種　・　コロイダルシリカ法　・　播種マット

その他

　　　　　　　　　　本/㎡

　　　　　　　　　　粒/㎡

適地選定をした場合、何を考慮したかお答え下さい。（深浅測量・底質・潮流・漁労活動など）

播種：

場所：

母藻入手方法：

移植：

播種：

密度：

環境改善：

基盤整備：

対象種：

移植：

移植方法：

地図などがあれば添付してください

適地選定：
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表 3-1(4) 調査票   

 

5 成果についてお答え下さい。
移植時より拡大した  ・  移植時と変わらなかった  ・  移植時より減少した

移植時より高くなった　・　移植時と変わらなかった　・　移植時より低くなった

移植後　　　　　　年　　　　ヶ月

静穏になった　・　砂の移動が少なくなった　・　魚が多くなった　・　アサリ稚貝が増えた　

卵がアマモに産み付けられていた

その他

漁獲量の変化（増加・減少）　・　漁業域の減少

その他

大きくなった　・　変わらない　・　小さくなった

自然体験学習： 十分に活かされた　・　それ程活かされなかった

6 モニタリングについてお答え下さい。

公演　・　論文　・　インターネット　・　シンポジウム　

その他

6 問題点（費用・技術・安全・遊泳場所・漁業等）についてお答え下さい。

密度：

市民の関心度：

面積：

御協力ありがとうございました。

頻度：

実施・参加者：

情報公開：

期間：

漁業への影響：

効果：
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表 3-2(1) 聞き取り調査結果（神奈川県 金沢八景） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神奈川県　金沢八景

1)　名　称 金沢八景-東京湾アマモ場再生会議

2)　目的、理念や主な活動
（アマモ場造成を除く）

国内の沿岸域を中心に、①海の自然に学ぶ、②先人の知恵に学ぶ、③多
くの市民から新しい知恵を引き出すなどの活動を行い、良好な海辺環境の
保全・再生・創出に貢献しています。また、多くの地域の市民グループと積
極的に連携し、自然環境保全に関する普及啓発および人材育成などの活
動を行っています。本会においては、沿岸域における良好な自然環境の保
全・再生・創出に関する事業を行い、自然と共生する海辺つくりを積極的に
推進しながら、地球環境の保全に寄与する所存です。

1)　アマモ場造成活動を始めた
目的や背景

かつての豊かな東京湾を再生するため、また一般市民が参加型での海辺
の再生を行うことを目的とした東京湾の環境再生の必要はこれまでにもい
われたが、一部行政のみの事業では目的達成が困難であり、これを解決
するためには、海辺から遠ざけられていた一般市民の行動意欲を高めて
いくことが必要と考えた。このため、「一人一株ずつアマモを植え、東京湾
の再生に参加していきませんか？」と呼びかけた。

2)　活動している組織 金沢八景-東京湾アマモ場再生会議

　　　　市民・ＮＰＯ ・ＮＰＯ法人海辺つくり研究会

・海をつくる会

・金沢野島クラブ

・金沢水の日実行委員会

　　　　漁業関係者 横浜市漁業協同組合

　　　　行政 国土交通省関東地方整備局港湾空港部、
神奈川県環境農政部水産課、横浜市環境創造局、
横浜市環境港湾局、都市経営局、神奈川県水産技術センター、
横浜市環境創造局環境科学研究所　他

　　　　企業 ㈱東京久栄、東洋建設㈱

　　　　大学・教育機関（学識者） 横浜市立大学、関東学院大学、小学校　等

あり

4)　委員会の有無 あり （事業調整会議）

5)　造成の目的 保全  ・  再生  

　　　　その他 市民参加による海辺の環境再生を柱としたあらたなまちづくりの意欲を高
める

6)　活動費用 （２ヵ年）

　　　　総費用 \18,500,000

　　　　モニタリング・維持費用 \6,000,000

7)　活動資金の調達先 国土交通省関東地方整備局、神奈川県、横浜市

8)　期間 2001（平成13）年4月1日　～　2005（平成17）年3月31日

9)　造成場所 横浜市金沢区野島、海の公園、ベイサイドマリーナ

ア
マ
モ
場
造
成
活
動
の
概
要

団
体

場　所

3)　参加している団体における
活動の中心人物の存在
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表 3-2(2) 聞き取り調査結果（神奈川県 金沢八景） 
 
 

1)　物理環境　　波浪 普通

　　　　　　　　　　潮流 普通

　　　　　　　　　　勾配 なだらか

　　　　　　　　　　砂面変動 普通

　　　　　　　　　　干満差 1～2m

　　　　　　　　　　透明度 3～5ｍ位

2)　化学環境　　水温 普通だが、干潟域なので低い

　　　　　　　　　　底質 細かい砂

　　　　　　　　　　河川 家庭排水の流入がある

　　　　　　　　　　河川名 侍従川、宮川、鷹取川

3)　生物環境　　アマモ もともと生育していた（野島・海の公園で、赤潮により全滅した）

　　　　　　　　　　その他のアマモ コアマモ

　　　　　　　　　　海藻 アオサ　・　ワカメ

　　　　　　　　　  　その他 ベニスナゴ、ハネモ、オゴノリ

　　　　　　　　　　動物 アサリ　・　ホトトギスガイ

　　　　　　　　　  　その他 ムラサキイガイ、ミドリイガイ、バカガイ、シオフキ、カガミガイ、
マテガイ、ツメタガイ

　　　　　　　　　　鳥類 カモ　・　シギ

　　　　　　　　　  　その他 ユリカモメ

4)　法指定状況等 （港湾区）（漁港区域：漁業権なし）

5)　水域・沿岸利用状況 横浜で唯一残された自然海岸干潟、造成された人工海浜、、マリンレジャー
で親しまれている海域

6)　自然条件や地域の現状に
関して、その他特筆すべき事項
等

野島：横浜で唯一残された自然の干潟である海の公園：かつて造成された
人工海浜で多くの市民に親しまれている。一日4万人訪れることもあるこれら
の公園では違法な漁具により、アマモが痛められている。ベイサイドマリー
ナでは、マリーナに隣接しかつて造成された浅場があり、波あたりが強い場
所もあるが、アマモの適地もあり、その場所の活用方法が現在の課題に
なっている。

再
生
地
の
自
然
条
件
等
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表 3-2(3) 聞き取り調査結果（神奈川県 金沢八景） 
 
 

1)　対象種 アマモ

2)　環境改善 特筆すべき改善工事等は行っていない

　　　　その他 (調査担当追記：浚渫・覆砂事業済のため）

3)　基盤整備 なし（現状海域で対応）

　　　　その他 －

4)　母藻入手方法 潜水

　　　その他 ６月初旬の大潮期に花枝採取を行う。

　　　場所 神奈川県横須賀市走水海岸

5)　移植方法 移植　・　播種

　　　移植 粘土結着法  ・  竹串法

  　　　　その他 －

　　　播種 間接播種（コロイダルシリカ法　及び　播種シート法など）

  　　　　その他 －

6)　密度　　移植 116本/m2

　　　　　　　播種 300粒/㎡

7)　適地選定 水深、波浪、光条件、底質、活動などすべて考慮し、適地選定を行った。当
初はアマモのある適地の近傍あるいはあった箇所を選定して実施した。

1)　面積 移植（播種）時より拡大した

2)　密度 移植（播種）時より高くなった

3)　期間 移植・播種後　1　年　11ヶ月

4)　効果 砂の移動が少なくなった・アサリ稚貝が増えた・卵がアマモに産み付けられ
ていた

  　　その他 アオリイカは30年ぶりに卵を産んだ。コウイカの産卵も見られた

5)　漁業への影響 不明

  　　その他 不明

6)　市民の関心度 大きくなった

－

7)　自然体験学習 十分に活かされた

－

1)　実施・参加者 ＮＰＯ法人海辺つくり研究会、海をつくる会

2)　頻度 月１回

3)　情報公開 講演　・　論文　・　インターネット　・　シンポジウム　等で情報公開を行って
いる

  　　その他 出張出前授業を小学校に対し実施

備
考

（
問
題
点
等

）

再
生
方
法

成
果

①海辺の環境再生のためには、より多くの市民参加を促し、理解を広げる必要がある。単純な再生実施だけ
でなく、市民さんのイベント開催やシンポジウム、勉強会、報告会などあらゆる面で予算を使えるようにしてい
ただきたい。
②母藻採取や種子採取が安定して出来る基盤やシステムを整備しておく必要がある。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
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表 3-3(1) 聞き取り調査結果（三重県 英虞湾） 
 
 三重県　英虞湾

1)　名　称 英虜湾再生コンソーシアム

2)　目的、理念や主な活動
（アマモ場再生を除く）

広く英虞湾全体の環境問題から発展し、底泥の有機物利用、英虞湾の再生
について真珠漁業者から声を上げた。漁業者、行政、大学関係者、教育関
係者、民間企業のﾈｯﾄﾜｰｸに繋がっている。目的は英虞湾の再生、子供を
通した地域づくり、アマモ種子の販売など。アマモについて漁業権を取得し
て、他者の参入、乱獲などを阻止している。

1)　アマモ場再生活動を始めた
目的や背景

英虞湾の対象海域は閉鎖的であり、真珠養殖による海域への有機物の負
荷がある。また、周辺の工事の影響で消滅しているアマモ場が消滅している
場所もある。そこでアマモ場を回復させ、海域に負荷された有機物をとりあ
げ、漁業者の協同で対象海域にこれまで利用されていなかったアマモから
種子を採取して販売するという事業が興こしたいということが背景になって
いる。

2)　活動している組織 英虞湾再生コンソーシアム

　　　　市民・ＮＰＯ －

　　　　漁業関係者 真珠養殖漁業者組合

　　　　行政 （財）三重県産業支援ｾﾝﾀｰ、三重県科学技術振興ｾﾝﾀｰ、
(独)水産総合研究センター養殖研究所

　　　　企業 大成建設㈱、㈱ミキモト　他

　　　　大学・教育機関（学識者） 三重大学、広島大学、四日市大学、小中学校

あり

4)　委員会の有無 あり（岡山県小島に出向いて、ヘドロのカキ殻散布による改善を見学）

5)　再生の目的 再生

　　　　その他 アマモ種子を採取し販売すること、湾全体の水質改善する、ヘドロの利用

6)　活動費用

　　　　総費用 持ちよりのため、なし

　　　　モニタリング・維持費用 不明

7)　活動資金の調達先 文部科学省、（財）三重県産業支援センターから助成金

8)　期間 2000（平成12）年　～　継続中

9)　再生場所 三重県志摩市立神

場　所

3)　参加している団体における
活動の中心人物の存在ア

マ
モ
場
再
生
活
動
の
概
要

団
体



アマモ類の自然再生ガイドライン 

巻末資料 

  

資-41

表 3-3(2) 聞き取り調査結果（三重県 英虞湾） 
 
 1)　物理環境　　波浪 低い

　　　　　　　　　　潮流 遅い

　　　　　　　　　　勾配 急斜面

　　　　　　　　　　砂面変動 少ない

　　　　　　　　　　干満差 1～2m

　　　　　　　　　　透明度 光環境：やや濁っている

2)　化学環境　　水温

　　　　　　　　　　底質 泥状の砂、湾奥部は底質が特にゆるく、ヘドロ状態、工事の土砂の流入が
ある。

　　　　　　　　　　河川 なし

　　　　　　　　　　河川名 なし

3)　生物環境　　アマモ もともと生育していた（工事で消滅した場所はあるが、昔と変化なしといった
ところ）

　　　　　　　　　　その他のアマモ コアマモ

　　　　　　　　　　海藻 アオサ　・　ワカメ

　　　　　　　　　  　その他 1年生のホンダワラ類あり。湾口の岩場ではアラメ。鳥羽ではクロノリを養殖
している

　　　　　　　　　　動物 アサリ　・　ホトトギスガイ

　　　　　　　　　  　その他 －

　　　　　　　　　　鳥類 カモ　・　シギ

　　　　　　　　　  　その他 －

4)　法指定状況等 アマモに漁業権指定

5)　水域・沿岸利用状況 国定公園区域

6)　自然条件や地域の現状に
関して、その他特筆すべき事項
等

真珠養殖による栄養塩負荷がある。そのため湾奥部では底質がヘドロ状態
である。地下茎はここでは発達せず、6月頃に大半が花枝になる。雨による
水くされや、台風などで花枝は海底からはなれ、流出する。春と秋には海底
の撹乱によって浮泥が深い方へとおしやられる。外洋水が湾奥に入ると貧
酸素水塊が上方に押しあげられる。

再
生
地
の
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表 3-3(3) 聞き取り調査結果（三重県 英虞湾） 
 
 1)　対象種 アマモ

2)　環境改善 カキ殻散布

　　　　その他 アコヤガイ殻散布、人工干潟造成

3)　基盤整備

　　　　その他

4)　母藻入手方法 潜水

　　　その他 －

　　　場所 湾奥部

5)　移植方法 播種

　　　移植 －

  　　　　その他 －

　　　播種 播種マット

  　　　　その他 ゾステラマット

6)　密度　　移植 －

　　　　　　　播種 500粒/マット

7)　適地選定 底質が砂泥質のところ。播種後禁漁区に指定した。

1)　面積

2)　密度

3)　期間

4)　効果 魚が多くなった・卵がアマモに産み付けられていた

  　　その他 稚魚が増えた。イワシ、ショウサイフグ、コウイカ、アオリイカ。1年生のアマモ
場でも産卵礁として活用されている。

5)　漁業への影響 不明

  　　その他 稚魚などの量は多くなったが、沿岸漁業はほとんどないため、漁獲への効
果は不明。

6)　市民の関心度 大きくなった

漁業者や企業はアマモ種子が売れるということから、海域でのアマモの変化
に対する関心度はかなり高まっている。文部科学省、国交省中部港湾局、
熊本県、水産庁、民間企業などから問合せなどあり、コンソーシアムの運営
の仕方を講演したこともある。

7)　自然体験学習 十分に活かされた

社会科、環境学習のひとつとして小学校の水槽でアマモの種子を発芽させ
ている。出前講座で、大学の教授などがアマモの講義をした。子供から大人
へ情報が伝達されている。環境学習特区に指定されている。

1)　実施・参加者 英虞湾再生コンソーシアム、三重大学、大成建設㈱

2)　頻度 年１回

3)　情報公開 インターネット　・　シンポジウム

  　　その他 新聞報道、テレビ放映。愛知万博で三重県の里海として、常設展示の予定。
種子も配布したい。事業報告会として１回／年あり。

備
考

（
問
題
点
等

）

再
生
方
法

成
果

①事業は漁業者だけでできるように進められている。
②NPOとは異なり、営利も目的にしているが、目標が明確で調整をとりやすい。
③真珠業者の意識改革になった。
④今後、立神から環境に配慮した事業としてひろげれば、衰退することはない。
⑤お金になるか、ならないかは大きな違いがある。
⑥種子の遺伝子問題で、現在販売は頓挫している。
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表 3-4(1) 聞き取り調査結果（千葉県 三番瀬） 
 
 

千葉県　三番瀬

1)　名　称 NPO法人三番瀬環境市民センター

2)　目的、理念や主な活動
（アマモ場再生を除く）

千葉県市川市及び船橋市、浦安市地先に広がる浅海域である東京湾三番
瀬は、干潟・浅瀬が広がる海であり、現在全国の注目を浴びている海であ
る。この三番瀬は、東京湾奥の自然環境にとって現在においても重要な役
割を果たしている海域であるが、一方で、かつてと比べればその豊かさにも
かげりが見えているのが実情といわざるをえない。また、その周囲の多くは
コンクリート直立護岸に覆われており、市民が気軽に海水に触れることが困
難となっていいる。NPO三番瀬は、過去１０年以上にわたって、干潟散策会
の開催、海域の調査・提言活動、行政と対話するシンポジウム等の各種イ
ベント開催など、より多くの方に三番瀬を知っていただき、これからの海辺保
全について考えていただこうと積極的に活動してきた。こうした私たちの活動
を今後も持続的に行い、三番瀬の環境を保全し、住民が良好な自然の海辺
を享受できるような街づくりを行うことを目的としている。

1)　アマモ場再生活動を始めた
目的や背景

かつて三番瀬には、「ながも」「もばた」などと呼ばれたアマモなどの海草の
藻場がたくさんあった。そこは、生物の産卵や稚魚のすみかとして大切な場
所であり、また海中に酸素を供給する場でもあったが、現在はほとんど見る
ことができない。このアマモを三番瀬でもういちど復活させるべく、ＮＰＯ三番
瀬では「三番瀬アマモすくすくプロジェクト」を実施した。

2)　活動している組織 ＮＰＯ法人　三番瀬環境市民センター

　　　　市民・ＮＰＯ 三番瀬フォーラム、（財）日本野鳥の会千葉県支部

　　　　漁業関係者 市川市行徳漁業協同組合、南行徳漁業協同組合、
船橋市魚業協同組合

　　　　行政 市川市

　　　　企業 －

　　　　大学・教育機関（学識者） 千葉大学、東邦大学、横浜国立大学、東海大学

あり

4)　委員会の有無 あり

5)　再生の目的 再生

　　　　その他 －

6)　活動費用

　　　　総費用

　　　　モニタリング・維持費用

7)　活動資金の調達先 市川市、国土交通省関東地方局整備局千葉港湾事務所　他

8)　期間 2002（平成１４）年3月　～　継続中

9)　再生場所 三番瀬（徳漁協、南行徳漁協、船橋市漁協の区画共同漁業権内）

場　所

3)　参加している団体における
活動の中心人物の存在
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表 3-4(2) 聞き取り調査結果（千葉県 三番瀬） 
 
 

1)　物理環境　　波浪 やや高い

　　　　　　　　　　潮流 普通

　　　　　　　　　　勾配 なだらか

　　　　　　　　　　砂面変動 普通

　　　　　　　　　　干満差 1～2m

　　　　　　　　　　透明度 1～2m

2)　化学環境　　水温 潮だまり等により特に高い

　　　　　　　　　　底質 細かい砂　・　泥状の砂

　　　　　　　　　　河川 大きな河川がある　・　家庭排水の流入

　　　　　　　　　　河川名 江戸川放水路

3)　生物環境　　アマモ もともと生育していた

　　　　　　　　　　その他のアマモ コアマモ

　　　　　　　　　　海藻 アオサ

　　　　　　　　　  　その他 海苔養殖

　　　　　　　　　　動物 アサリ　・　ホトトギスガイ

　　　　　　　　　  　その他 マガキ、アナジャコ、タマシキゴカイ他

　　　　　　　　　　鳥類 カモ　・　シギ

　　　　　　　　　  　その他 －

4)　法指定状況等 （港湾区域）（漁港区域）（海岸保全区域）

5)　水域・沿岸利用状況 船橋市海浜公園（潮干狩り場）

6)　自然条件や地域の現状に
関して、その他特筆すべき事項
等

春から初秋にかけて青潮が度々発生する。大規模発生時には魚類も含め
て干潟生物がほとんど死滅する。船橋・市川航路や漁船が利用する人工澪
が干潟への青潮流入経路となっている。人工澪の付近には小規模ながらこ
こ数年自然着生したアマモが周年生育している。千葉県が設置した三番瀬
円卓会議で再生計画を検討中。

1)　対象種 アマモ

2)　環境改善 競合生物駆除

　　　　その他 －

3)　基盤整備

　　　　その他

4)　母藻入手方法 干潮時に歩行採集

　　　その他 －

　　　場所 千葉県富津地先

5)　移植方法 移植　・　播種

　　　移植 粘土結着法

  　　　　その他 －

　　　播種 間接播種（コロイダルシリカ法　）

  　　　　その他 －

6)　密度　　移植 20株／㎡

　　　　　　　播種 200粒／㎡以上

7)　適地選定 過去の分布域、水深、底質、潮流、漁労活動

再
生
地
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表 3-4(3) 聞き取り調査結果（千葉県 三番瀬） 
 
 1)　面積 移植（播種）時より拡大した・移植（播種）時より減少した

2)　密度 移植（播種）時より高くなった・移植（播種）時より低くなった

3)　期間 移植・播種後　　３年

4)　効果 魚が多くなった・アサリ稚貝が増えた・卵がアマモに産み付けられていた

  　　その他 －

5)　漁業への影響

  　　その他 海苔養殖業者から枯れ葉の混入を懸念されている

6)　市民の関心度 大きくなった

－

7)　自然体験学習 十分に活かされた

－

1)　実施・参加者 NPO法人三番瀬環境市民センター、三番瀬レンジャー

2)　頻度 月１回

3)　情報公開 講演　・　論文　・　インターネット　・　シンポジウム

  　　その他 三番瀬まつり、TV、新聞等

備
考

（
問
題
点
等

）

成
果

①組織、団体等によって再生の具体策が異なる（一部政治的な路線対立あり）ため、合意形成が困難な状
況。
②海苔養殖業者が反対しているため、望ましい場所での再生が行えない。
③現状ではアマモの生育に適した場所が極めて限定されており、地盤沈下や過去の開発により損なわれた
場所の再生・整備が必要。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ



アマモ類の自然再生ガイドライン 

巻末資料 

  

資-46

表 3-5(1) 聞き取り調査結果（岡山県 日生町） 
 
 岡山県　日生町

1)　名　称 日生町漁業協同組合

2)　目的、理念や主な活動
（アマモ場再生を除く）

沿岸砂泥性藻場であるアマモ場は水質の悪化、埋立工事などにより消滅
し、藻場面積も減少している。これまで、アマモ場は漁民からも水産上無用
なものとされ、その衰退について注意を喚起されることはなかった（空気のよ
うな存在だった）。しかし、近年アマモ場の調査結果から、藻場内には多種
多様な幼稚仔魚が生息していることが明らかになり、水産上の有用性が漁
民にもわかり、その回復や拡大が望まれるようになった。このような視点で
アマモ場の保全・再生・創出に関する事業を行い、自然と共生する海辺つく
りを積極的に推進しながら、地球環境の保全に寄与する所存である。

1)　アマモ場再生活動を始めた
目的や背景

近年、我々の漁協では、魚やエビ・カニの稚魚の放流を盛んに行っており、
それら放流魚種については漁獲が増えているが、全体的な漁獲量は減少し
ている。今後も放流魚の生き残りを高め、天然魚を繁殖させるためにアマモ
場再生に取り組んだ。魚の放流なども行なったが効果が上がらず、つぼ網
を続けるためにアマモ場が必要だった。

2)　活動している組織

　　　　市民・ＮＰＯ 地元市民団体

　　　　漁業関係者 日生町漁業協同組合（坪網、底曳、青壮年部、婦人部）

　　　　行政 岡山県、岡山県水産試験場

　　　　企業 （社）マリノフォーラム21

　　　　大学・教育機関（学識者） －

あり

4)　委員会の有無 あり（事前にアマモについての先進地視察や勉強会を行った）

5)　再生の目的 再生

　　　　その他 －

6)　活動費用

　　　　総費用 \2,650,000,000

　　　　モニタリング・維持費用 \150,000,000

7)　活動資金の調達先 岡山県、会費、組合の助成

8)　期間 1985（昭和60）年　～　2004（平成16）年

9)　再生場所 岡山県日生町地先

場　所
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表 3-5(2) 聞き取り調査結果（岡山県 日生町） 
 
 

1)　物理環境　　波浪 低い

　　　　　　　　　　潮流 遅い

　　　　　　　　　　勾配 なだらか

　　　　　　　　　　砂面変動 少ない

　　　　　　　　　　干満差 1～2m

　　　　　　　　　　透明度 光環境：濁っている

2)　化学環境　　水温 潮だまり等により特に高い

　　　　　　　　　　底質 泥状の砂

　　　　　　　　　　河川 家庭排水の流入

　　　　　　　　　　河川名 伊理川。降雨時には、水質が汚濁する。土砂の流入がある。

3)　生物環境　　アマモ もともと生育していた。台風被害や生活排水の富栄養化に伴い、減少して
いった。

　　　　　　　　　　その他のアマモ コアマモ

　　　　　　　　　　海藻 アオサ

　　　　　　　　　  　その他 ガラモ

　　　　　　　　　　動物 アサリ

　　　　　　　　　  　その他 メバル

　　　　　　　　　　鳥類 カモ

　　　　　　　　　  　その他 カモの食害の影響がある。

4)　法指定状況等 （指定なし）

5)　水域・沿岸利用状況 夏には海水浴場客、ジェットスキーなどの活動がある。

6)　自然条件や地域の現状に
関して、その他特筆すべき事項
等

日生町漁業協同組合では、漁業種類は小型底曳網、小型定置網（つぼ
網）、サワラ流し網、カキ養殖ノリ養殖などが営まれている。日生町周辺のア
マモ場は、昭和20年代には590haあり、水深の浅いところにはほとんど生え
ていたが、以後減少し40年代後半にはほとんどなくなり、僅かに残るだけと
なった。河川から流れ込んでくるゴミや観光客の落とすゴミなどがある。

1)　対象種 アマモ

2)　環境改善 覆砂　・　カキ殻散布

　　　　その他 ゼオライト散布。カキ殻にアマモの種子を入れた増殖礁を沈めた。国の整備
事業で昭和57年から3年間海のゴミ掃除をした。海底の土壌を改善するため
に微生物を撒いた。

3)　基盤整備 マウンド造成　・　潜提

　　　　その他 東備地区広域漁場整備事業（海の森づくり）。浮消波施設を500mに渡り設
置中。太陽光が届く1.4mまで海底面をかさ上げ。

4)　母藻入手方法 干潮時に船上から引き抜き

　　　その他 －

　　　場所 大多府島

5)　移植方法 播種

　　　移植 －

  　　　　その他 －

　　　播種 直接播種　・　コロイダルシリカ法　・　播種マット

  　　　　その他 －

6)　密度　　移植 －

　　　　　　　播種 390粒／㎡

7)　適地選定 以前、アマモの生えていた場所を選んだ。漁業活動禁止区域を選んだ。底
質が砂泥質で波高・底層流速・シールズ数・純光合成光量の基準値を満た
す地点を選んだ。
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表 3-5(3) 聞き取り調査結果（岡山県 日生町） 
 
 1)　面積 播種時より拡大した

2)　密度 播種時より高くなった（図あり）。濃密ではないが広く点在するアマモ場をつく
ることができた。ゼイオライトを散布した所だけにアマモが生えた。花枝が形
成された。

3)　期間 移植後　17　年

4)　効果 魚が多くなった。卵がアマモに産み付けられていた

  　　その他 アオリイカ・コウイカの卵がアマモに産み付けられていた。サワラの稚魚がア
マモ場にいるプランクトンを食べて育っている。きれいな砂泥地が増えた。種
を播いてから7年後くらいから、アマモ場が広がり始める。国の補助事業とし
て新しい手法が試されるようになった。釣り人や観光客が増加した。クマエビ
の放流効果が表れるようになった。

5)　漁業への影響 漁獲量の増加

  　　その他 一時姿を消していた魚たちが再び網にかかるようになったが、明確な漁獲
量の増加には繋がっていない。

6)　市民の関心度 大きくなった。

我々のアマモ場再生の試みが範囲は狭いものの、一応の成功により、県内
でもアマモ場再生試験が各地で行われるようになり、また、県外からの視
察、問い合わせも多い。我々の取り組みよりアマモ場が注目を浴び、アマモ
場の重要性が認識されてきたのではないかと思う。

7)　自然体験学習 十分に活かされた

鹿久居島でのフィールドワークを行うなどして、市民の意識改革を促せた。
参加者同士の新たなネットワークが形成された。市民にアマモ場再生の難し
さを理解してもらえた。中学校の総合学習でカキの養殖体験を行っている
（カキによる水質浄化）。キジハタ・メバル・コチの種苗生産を自前で行い、体
験学習として放流、ヨット、カヌー地引網をしている。

1)　実施・参加者 日生町漁業協同組合、NPO、一般市民

2)　頻度 年2回

3)　情報公開 講演・インターネット

  　　その他 テレビ放映

備
考

（
問
題
点
等

）
　

（
１

）

①花枝の採集時期は日生では6月中・下旬がよい。
②播種する場所は
・種が流されない潮流の遅い場所
・昔、アマモが生えていた場所
・最大干潮線付近
・底質は砂泥質のところ
・底質が悪い所にはゼオライトを撒くと生えやすくなる。
・種子を播いた翌年には花枝を形成する。
・播種により一度アマモが生育すると何年も繁茂する。
③種子を播いて2，3年しないとアマモが生育するかどうかはわからない。
④同じ方法でもアマモが生える場所と生えない場所があり、その原因がよくわからない場合が多かった。
⑤MF21の研究成果と実証試験により、千軒湾奥の人工干潟上に５０㎡の播種を行ったアマモ分布域は４年
後に1,000㎡に拡大した。現在、東備地区広域漁場整備事業（海の森づくり）で静穏域の創出と海底の嵩上げ
を行い、アマモ場を核とした広域漁場整備を行っている。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

成
果
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表 3-5(4) 聞き取り調査結果（岡山県 日生町） 
 
 

【自然条件や地域の現状に関する補足事項】

【成果に関する補足事項】

備
考

（
問
題
点
等

）
　

（
２

）
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表 3-6(1) 聞き取り調査結果（山口県 椹野川河口） 
 

 山口県　椹野川河口

1)　名　称 椹野川河口域干潟自然再生協議会

2)　目的、理念や主な活動
（アマモ場再生を除く）

椹野川干潟は、渡り鳥や絶滅危惧種であるカブトガニの生息地になってお
り、全国的に重要な湿地である。しかしながら、近年人間活動による様々な
影響により、干潟生態系等の改変・改質が生じてきている。このため、産学
公の連携・協働による「やまぐちの豊かな流域づくり構想（椹野川モデル）：
平成15年3月」を策定し、この構想に基づき、河口の干潟や山口湾では、干
潟の再生やアマモ場の再生に係る実証試験、野鳥などの調査、海浜清掃等
を関係主体が連携して、様々な取り組みを進めている。また、地域住民、
NPO等、学識者、地方公共団体、関係行政機関などで構成する「自然再生
協議会」を設立し、地域の多様な主体の参画による合意形成と、産学公の
連携・協働による事業実施を進めている。

1)　アマモ場再生活動を始めた
目的や背景

椹野川は山口市北部の龍門岳等にその源を発し、山口盆地や山口市・小郡
町の市街地を流れ、周防灘の山口湾に流入している。椹野川河口域から阿
知須、岩屋に掛けての山口湾においては、西瀬戸内地域有数の広大な干
潟が広がり、シベリアやカムチャツカから日本列島を縦断して東南アジアに
向かう渡り鳥たちと、モンゴルや中国から朝鮮半島を経由し四国・九州へ横
断する野鳥たちのクロスロードとなっており、日本の重要湿地５００にも選ば
れている。さらに、絶滅危惧種であるカブトガニの生息地にもなっており、全
国的にも非常に重要な地域である。　しかしながら、椹野川干潟には、上中
流域からの浮泥流入、生活排水対策の遅れや人口増加による様々な影響
等により、カキやカキ殻の堆積、泥浜干潟の拡大、さらに、魚、カニ、野鳥な
ど生息している生物の量、種類とも減少しており、干潟生態系等の改変・改
質が生じてきている。　このため、河口の干潟や山口湾では、干潟の再生や
アマモ場の再生に係る実証試験、野鳥などの調査、海浜清掃等を関係主体
が連携して、様々な取組を進めているところである。

2)　活動している組織 椹野川河口域干潟自然再生協議会（委員57名）

　　　　市民・ＮＰＯ 椹野川流域活性化交流会

ＮＰＯ法人やまぐち県民ネット21

椹野川の源流を守る会

椹野川流域地域通貨検討協議会

（財）日本野鳥の会山口県支部

椹野川水系「森・川・海水環境ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会」

学識経験者、NPO活動者含む21名

　　　　漁業関係者 漁業協同組合を含む16団体

　　　　行政 環境省中国四国地方環境事務所(山陽四国地区自然保護事務所)、
国土交通省中国地方整備局宇部港湾事務所、
水産庁瀬戸内海漁業調整事務所、
農林水産省中国四国農政局整備部農村整備課、山口県、
山口市、秋穂町、小郡町、阿知須町、山口県山口農林事務所、
山口県防府水産事務所、山口県山口土木建築事務所、
山口県山口健康福祉センター

　　　　企業 －

　　　　大学・教育機関（学識者） 山口大学、水産大学校、下関市立大学

あり

4)　委員会の有無 あり

団
体

場　所

ア
マ
モ
場
再
生
活
動
の
概
要

（
１

）

3)　参加している団体における
活動の中心人物の存在
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表 3-6(2) 聞き取り調査結果（山口県 椹野川河口） 
 
 5)　再生の目的 保全　・　再生

　　　　その他 －

6)　活動費用 (費用は平成17年度の干潟再生事業のみである）

　　　　総費用 \150,000,000

　　　　モニタリング・維持費用 \29,200,000

7)　活動資金の調達先 山口県環境生活部環境政策課（干潟再生）、水産部漁政課（アマモ実証試
験）、環境省自然環境局（干潟再生のみ、H16まで）

8)　期間 2002（平成14）年「やまぐちの豊かな流域づくり推進委員会」の設置
2004（平成16）年「椹野川河口域・干潟自然再生協議会」の設置　以降、順
応的管理にて事業を進める予定

9)　再生場所 椹野川河口干潟等

ア
マ
モ
場
再
生
活
動
の
概
要

（
２

）
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表 3-6(3) 聞き取り調査結果（山口県 椹野川河口） 
 

1)　物理環境　　波浪 普通

　　　　　　　　　　潮流 普通

　　　　　　　　　　勾配 なだらか

　　　　　　　　　　砂面変動 普通

　　　　　　　　　　干満差 2～4m

　　　　　　　　　　透明度 光環境：濁っている

2)　化学環境　　水温

　　　　　　　　　　底質 泥状の砂

　　　　　　　　　　河川 大きな河川がある

　　　　　　　　　　河川名 椹野川

3)　生物環境　　アマモ もともと生育していた

　　　　　　　　　　その他のアマモ コアマモ

　　　　　　　　　　海藻 アオサ　・　ワカメ

　　　　　　　　　  　その他 オゴノリ、アオノリ等

　　　　　　　　　　動物 アサリ　・　ホトトギスガイ

　　　　　　　　　  　その他 カブトガニ

　　　　　　　　　　鳥類 カモ　・　シギ

　　　　　　　　　  　その他 サギ類、チドリ、カワウ等

4)　法指定状況等 （港湾区域）（漁港区域）（漁業権設定区域）

5)　水域・沿岸利用状況 －

6)　自然条件や地域の現状に
関して、その他特筆すべき事項
等

－

1)　対象種 アマモ

2)　環境改善

　　　　その他

3)　基盤整備

　　　　その他

4)　母藻入手方法 干潮時に歩行採集

　　　その他 春の大潮時

　　　場所 同じ山口湾内

5)　移植方法 播種

　　　移植 －

  　　　　その他 －

　　　播種 コロイダルシリカ法　・　播種マット

  　　　　その他 シート法

6)　密度　　移植 －

　　　　　　　播種 300～500粒／㎡

7)　適地選定 天然アマモの分布、底質、波浪、水深

再
生
地
の
自
然
条
件
等

再
生
方
法
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表 3-6(4) 聞き取り調査結果（山口県 椹野川河口） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)　面積 播種時より拡大した。ただし協働実施はH16年11月からであり、まだ成果と
言えるものはない（特にH16は試行的に小規模に実施）。

2)　密度

3)　期間

4)　効果

  　　その他

5)　漁業への影響

  　　その他

6)　市民の関心度 大きくなった

－

7)　自然体験学習 十分に活かされた

－

1)　実施・参加者

2)　頻度

3)　情報公開 インターネット

  　　その他 －

備
考

（
問
題
点
等

）

行政支援（特に費用面での）がなくなった場合、実施体制が維持できるか。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
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４．自然再生事例 

 

アマモ場再生の事例はまだ少ないため、湖沼や河川の自然再生の事例について参考になる

16 事例について資料収集を行い、組織や合意形成及び運営管理・環境学習・人材・情報・資

金・技術に着目して整理した。 

 

① 地元の関係者の協力が得られるように配慮している事例（三重県英虞湾） 

② 専門家から見た自然再生事業を立案、計画、実施する過程での教訓の事例（北海

道釧路湿原） 

③ 学校でゲンジボタルの育成・放流における取り組みの事例（愛知県） 

④ 「三峰川みらい計画」実現に向けての取り組みの事例（長野県） 

⑤ 地域総参加による清住緑地（境川）の水辺つくりの取り組みの事例 

⑥ 作業量の見通しが甘かった事例（千葉県三番瀬） 

⑦ アサザ基金における取り組みの事例（茨城県） 

⑧ 広瀬川の清流を守る会の各種取り組みの事例（宮城県） 

⑨ 多摩川センターにおける取り組みの事例 

⑩ 九頭竜川における取り組みの事例 

⑪ 豊前の国建設倶楽部における取り組みの事例 

⑫ アマモに関する基礎知識が充分でなかった事例（福井県小浜湾） 

⑬ 北上川流域連携交流会における取り組みの事例 

⑭ 筑後川流域連携倶楽部における取り組みの事例 

⑮ 青潮発生による被害後に回復しているアマモ場事例（神奈川県金沢湾野島干潟） 
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① 地元の関係者の協力が得られるように配慮している事例（三重県英虞湾） 

 

地域結集型共同研究事業平成１７年度事業総括・研究統括連絡会議議事録から抜粋 

ＪＳＴ 小原部長 今の宮崎県からの話に関して、三重県は「地元の漁協の関係者と密接な連携をと

りながらプロジェクトを進めている」という話でした。これは極めてユニークな産

学官プラス漁協という連携をとられて、かつ県民の意識も高めながら進めていると

いうことですので、どのような仕組みをとりながら漁協を巻き込んでいったのか、

きっかけや持っていき方について示唆をお願いします。 

三重県 加藤研究統括 地元の真珠養殖業者が、自分たちが汚した海について、これを改良しようという

自覚から始まりました。平成 12 年度にそれに乗って県の研究機関およびゼネコンな

どの大企業が参加をして実験を行い、本プロジェクトに発展させたということで、

初めから地元の協力ありきという形で進んでいます。我々から働きかけをするとい

うよりも、その関係を大切にして発展させているということです。 

  実際に、ＣＯＥの出口として自然再生推進法を英虞湾、あるいは伊勢志摩国立公

園領域に適用しようという共通の認識も培われています。県の環境関係部署に働き

かけると、地元がその自覚を持ってないと県や環境省は動けないということで、志

摩市の市長が先導して自然再生推進に向けての結集を地元に図りつつあります。

   実際に、実海域で実験をするときには、漁業権その他の問題があるため、どうし

ても地域の漁協や真珠組合などと協力をして、船を出してもらったり、アマモの種

の回収を手伝ってもらったりします。我々が突然天から降ってきて、自分たちの汚

した海域をきれいにするために働いているのではなく、自分の海は自分できれいに

するという自覚を地元に進めているだけで、開拓した英虞湾方式を自分で実施する

ことを重視しています。 

出典：地域研究開発促進拠点支援業務ＨＰ 

http://www.jst.go.jp/chiiki/h17soukatsutoukatsu/index.htm 
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② 専門家から見た自然再生事業を立案、計画、実施する過程での教訓の事例 

    （北海道釧路湿原） 

 

「自然再生 釧路から始まる」の中で、自然再生事業を立案・計画・実施する上

での教訓を次のように記述されている。 

 

「いまだ技術論としても未成熟な自然再生事業では、特に評価段階で科学的な検

証を必要とする。このため、研究者の役割が重要になると同時に、その積極的参加

が期待される。生態系の保全や復元に興味をもっている研究者は多いが、広範囲な

内容（生物、物理、化学、地学、さらに応用生態工学等）を満たしながらよい学術

チームを組織することは簡単ではない。多くの研究者は、自分の興味を駆り立てる

内容に入り込む性質があり、興味本位の出口の見えない研究に終わる可能性を常に

持っている。そこでは、調査参加メンバーにアウトプットすべき内容を最初に明示

し、強力なリーダーシップをもち、信頼されるプロジェクトリーダーの存在が成否

を分ける。また、そのリーダーを支える各分野の優れた研究者が必要である。さら

に研究者だけでなく、行政や NGO、コンサルタントが緊張感をもって研究者グループ

と議論をすることが、迷路に入り込む危険性を減らし、科学的調査結果に基づいた

再生事業を展開する原動力となりうる。」 

 

出典：「自然再生 釧路から始まる」編集環境省自然環境局／社団法人自然環境共

生技術協会 株式会社ぎょうせい発行 
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③ ゲンジボタルの育成・放流における取り組みの事例（愛知県） 

 

１．協働・連携体制 

 豊田市益富地区コミュニティ会議（※１）（※２）は昭和 53 年度に発足して以

来、15 年余りにわたり中学校区を区域としてスポーツ、青少年育成、福祉など幅広

い活動をとおして「ふれあい豊かな近隣社会」をつくることを目標に活動している。  

 現在東海環状自動車道の環境整備の一環として実施するゲンジボタルの育成・放

流を通した地域環境改善活動を建設省名四国道工事事務所と豊田市益富地区コミュ

ニティ会議と連携し実施する予定である。 

 

２．実施内容、実施状況等 

 東海環状自動車道の整備により付け替えが必要となる水路（豊田市管理）で、

現況にホタルが生息している地域において、建設省が護岸整備を行い豊田市益富地

区コミュニティ会議において、現地のゲンジボタルを捕獲し、放流・育成及びモニ

タリングを行うものである。  

 ●実施状況 

H12 年度 ゲンジボタル・カワニナの育成及び護岸を整備 

H13 年度 ゲンジボタルの放流（数年間は継続実施予定） 

H14 年度 モニタリングの開始 

 

３．課題、問題点等 

●マンパワーの不足 

 放流するためのゲンジボタル及び餌となるカワニナの飼育技術、また、定着の

ための継続放流、生息管理を行うためには、豊田市益富地区コミュニティ会議のホ

タル部の里環境部会活動とは別に専任活動組織（例：部会ＯＢで対応）が必要では

ないかと考えられる。 

 

４．行政（国・都道府県等）への期待等 

●生息環境が整うまでの継続的支援 

人工渓流（ビオトープ）の維持は地元で対応したとしても、施設管理が市町村と

なった場合、施設の改造、災害時の施設の復旧などが実施されるか、疑問があるた

め、施設の引き渡し後においても継続的な維持管理支援を期待する。 

●継続的な情報交換の場の設置 

 実験的施設から標準的な施設とするためには、まだ技術的ノウハウが少ないた

め、地元が維持していく過程で発生した問題点などの情報交換の場（年 2 回程度）

が必要だと考えられる。 
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※１ コミュニティ：豊田市では「コミュニティ」があらわす概念を「ふれあい豊かな近

隣社会」と解釈している。そしてこの概念を踏まえ、住みよい地域社会の建設に向けた様々

な活動が、日々地域住民が主体となって取り組まれている。地域住民のふれあい機会の提

供を目的とした各種イベント開催から地域課題解決を主眼に置き、住民を主体とした住み

よいまちづくりの推進に資すべく、地域で活動する各種団体間の連絡調整・情報交換を活

動の基本としている。そしてこの活動により、まちづくりに携わる各種団体個別の活動が

有機的に結びつけられ、広域化する様々な課題に対処できる体制を整えている。 

 

※２ 交流館：中学校区ごとに設置されている交流館は地区コミュニティ会議の組織運営

に関する事務を処理するかたわら、コミュニティ活動に必要とされる知識・技術の習得に

むけた各種講座や事業を実施し、コミュニティ会議を全面的に支援している。今後は生涯

学習、情報発信、行政サービス機能を強化し、地域のまちづくりのための複合拠点施設と

しての役割が期待されている。 

 ●ゲンジボタル・カワニナの育成

 ●ゲンジボタルの放流 

 ●モニタリング 

 ●護岸等の施設 

益富地区 

コミュニティ会議 

（ホタルの里環境部会）

名四国道工事事務所  豊田市 

東海環状（愛知地区）

環境施策懇談会 

（ワークショップ） 

学識経験者

小学校 

自治区 

市民 

施設の管理 施設の整備 

育成・モニタリング 

参加 

連携 

参加 

参加 

◆協働連携体制（益富地区コミュニティ会議） 
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④ 「三峰川みらい計画」実現に向けての取り組みの事例（長野県） 

 

１．協働・連携体制 

 「三峰川みらい会議」は、「三峰川の計画を作りませんか」という建設省天竜川

上流工事事務所の呼びかけにより、公募で集まったメンバーにより構成された団体

であり、平成 9 年に発足した。  

 そこで、10 回以上に及ぶ会議と 3 回に及ぶ現地調査で作られた「三峰川の計画」

が「三峰川みらい計画」である。計画策定後一旦解散したが、三峰川みらい計画の

実現のため新たに市民団体として、三峰川みらい会議が平成 11 年に結成された。  

 この計画実現については、国、県、市町村や、職場、ボランティアグループ、学

校等とネットワークを作り、活動を始めている。 

 

２．実施内容、実施状況等 

 「三峰川みらい計画」に基づく川づくり実施エリアについて、施工方法に対す

る住民組織としてのプランの提言、一般住民に対する理解の浸透、地方行政とのタ

イアップ等について、三峰川みらい会議の主導により実施している。  

 「三峰川みらい計画」に基づく住民組織の行動として、何組かの実行チームによ

り、「子供自然教室」、「帰化植物撲滅住民行動」、「源流域探検と河川清掃」、「利水の

歴史」等の具体的活動を全員により実施している。  

 三峰川みらい会議の 1 年間の活動発表の場として「三峰川みらいフォーラム」を

開催している。   

 

３．課題、問題点等 

●会の運営は会費により実施しているが、財政不足が生じている。 

●会の活動の拠点となる事務所等の確保が困難。 

●会員はボランティアのため、会員全員による行動が十分取れない。 

●財政面から専任事務局を持つことが困難なため会の運営に支障がある。 

●賛助会員を増強することにより、会の運営を向上すること。 

 

４．行政（国・都道府県等）への期待等 

●住民組織の意見により策定した「三峰川の計画」である「三峰川みらい計画」

について、各行政機関が策定する地域づくりの計画に反映させること。 

●行政は、住民組織である「三峰川みらい会議」との連携を常に保ってほしい。 

●「三峰川みらい計画」の実現に向けて、地域の地方自治体等が連携すること。 

●「三峰川みらい計画」の実現に向けて、行政は、「情報の提供」、「住民の意向把

握」、「住民活動の支援」、「連携」、「施設の整備」等を進めてほしい。 

●「三峰川みらい計画」に基づく施設整備等の実施にあたっては、住民の意見を

踏まえつつ計画的に実施してほしい。 
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◆協働連携体制（三峰川みらい会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三峰川みらい計画.pdf をもとに作成 

 

三峰川みらい会議 

●河川管理者（窓口） 

●地方自治体 

●三峰みらい検討委員会

相談・要望

情報提供

支援

市民・地域・学校 

参加 
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⑤ 地域総参加による清住緑地（境川）の水辺づくりの取り組みの事例（静岡県） 

 

１．協働・連携体制 

 NPOグランドワーク三島は、三島市内15の市民団体が参集した環境NPOであり、

市民・行政・企業の協働の仲介役として、身近な環境改善事業を市内において多数

推進している。その一環として、沼津土木事務所が 3 年前に独自に計画した遊水池

整備計画に対して、地域住民や子供たちの意見を取込み、湧水地やトンボ生息地の

地域特性や住民の創意工夫を取入れた手作りの実地計画を策定した。行政側は資料

提供や資金的・技術的支援、地域住民は現場の自然環境情報の提供と管理体制につ

いての提案、子供たちは遊び空間としてのアイデアの提供、地主や土地改良区は歴

史的背景や水利機能等の現場情報の提供を行い、グランドワーク三島はそれぞれの

アイデアや地域固有情報等の調整・仲介役の役割を担い、相互の思いやこだわりの

気持ちが融合した協働・連携による水辺づくりを進めた。  

 このことにより、最初はバラバラだった多くの関係者が有機的に結合し、皆で考

え創っていくんだとの一体感と共有意識が生まれた。 

 

２．実施内容、実施状況等 

 住民参加の計画づくりワークショップ（6回）、水辺自然観察会（3回）、ビオト

ープ専門者会議（3回）、田んぼと水路づくりのワンデイチャレンジ（2回）、住民主

体の管理体制アドバイザー会議（2 回）、住民参加の管理体制指針の策定、水と緑の

インストラクター養成講座の開校（10 回）、住民意向調査の実施（500 人）等参画す

る団体が実施する事業について、グランドワーク三島がコーディネーターとして参

画し、地域住民と行政の円滑な連携・協働の一翼を担っている。   

 

３．課題、問題点等 

●各階層別地域住民の参加促進と具体的関わり方の活動メニューの開発 

●清住緑地水と緑の市民管理公社運営に関わるリーダーの人材発掘と教育 

●管理に対する行政の都合と市民の発意とのマッチングと合意形成 

●市民による公共施設の管理運営を事業委託してくれるかの不安と不信 

 

４．行政（国・都道府県等）への期待等 

●公共事業（官の自己満足）から公協事業・交響事業への発想の転換 

●上意下達は上が市民で行政はサービス業で下との視点と意識が必要 

●時間と予算に追われず、市民の自立と主体性の臨界点を待つ施策執行 

●行政マンの市民活動への積極的参加と制度整備等の環境づくり 
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◆協働連携体制（グランドワークス三島） 

特定非営利活動法人 

グランドワーク三島 

境川・清住緑地水と緑の市民管理公社

専門家会議 

（ビオトープ・動

植物等） 

アドバイザー会議 

（住民主体の公共施設 

の先駆的リーダー） 

県河川企画室

沼津土木事務所

清水町

丸池土地改良区

三島市

清住町・加屋町

町内会 

NPO

総合学習・環境教育園として活動

西小学校

市民 
企業 

市会議員 

西小学校ＰＴＡ 

他ＰＴＡ 

水と緑のインストラクター 

養成講座の開講 

グランドワークスタッフ

ボランティアメンバー 

業務委託

住民参加による水辺づくり 

・住民参加の計画づくり 

・水辺自然観察会 

・田んぼと水路づくりワンデイチャレンジ 

・住民参加の管理体制指針 

（マニュアル）の策定 

・住民意向調査 

・専門家会議・アドバイザー会議 

助言 

指導 

管
理
者 

助言・指導 

参加 参加 

参加 

参加 
参加

資金・資機材 

・技術的・人的援助 

参加 

助言・指導 

助言 

指導 

参加 

参加 

助言

指導
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⑥ 作業量の見通しが甘かった事例（千葉県三番瀬） 

 

 三番瀬再生計画検討会議（円卓会議）の目的の一つには住民参加による円卓会

議の実施があった。県当局が基本案をとりまとめ、それを審議会などに諮るという

従来の方法ではなく、初めから終わりまで、住民参加、住民主導で運営していくと

いう方法で実施された。円卓会議は初めから順調にいかず、議論の基本が守れず、

同じ衝突が繰り返され、県民からも批判を浴びた。しかし、委員の粘り強い議論に

より、1 年をすぎて中間報告書をまとめる時点で、「できうる限り自然を生かす」と

いう基本方針をまとめることができた。残り 1 年は実施計画作成に当てられた。こ

れまで県当局が通常業務としてこなしてきた作業のほとんどを円卓会議が代わって

行う形となり、予想以上の作業量となった。事務局は夏休み、冬休みが取れない忙

しさが続き、委員も毎週のように議論に参加した。全体を通じてこの種の手法に対

する作業量の見通しが甘かったことが大きな反省点となった。 

 一方、すべての議論は一般に公開された。そのため県内外からの批判や助言が

数多く集まり、円卓会議では気づかなかったところを補うことができた。その結果、

自然再生への足がかりを作るために、なんとしても「海と陸との連続性」を確保し

ようという機運が生まれ、3カ所の候補地を見つけ出すことができた。こうした発想

は、既存の行政システムからは出てこなかった。失敗も含めて、こうした手法への

確かな手応えを得ることができた。まさに「住民参加方式・千葉モデル」である。 

 この円卓会議は 2002 年１月から丸 2 年をかけて計 22 回開催された。円卓会議

だけでは議論がまとまりきれないため、会議の下部組織として、護岸・陸域、海域、

制度小委員会があり、さらに小委員会の下に 7 つのワーキンググループが設置され

た。また、これとは別に専門家会議が設置され、小委員会などからの疑問に答える

研究、調査、助言を行った。すべての会議の合計は実に 163 回に及んだ。 

 

（出典：三番瀬再生計画検討会 三番瀬再生計画案（概要版） 2004 年 1 月 22

日） 
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⑦ アサザ基金における取り組みの事例（茨城県） 

 

１．協働、連携体制 

「アサザ基金」は、開発等により損なわれていた霞ヶ浦の自然環境を再生するた

めに、1995 年から活動を行っている NPO 団体である。 アサザをはじめとする霞ヶ浦

の動植物の再生や湖の自浄力の再生等について、市民や市民団体、流域の小中学校、

漁協、森林組合、生協、地元の民間団体や自治体、建設省霞ヶ浦工事事務所等、様々

な機関とのネットワークを図りながら活動を展開している。 

 

２．実施内容、実施状況等 

●「アサザの里親」を公募し、霞ヶ浦へのアサザ植付け事業を実施 

●学校ビオトープづくりやアサザ育成指導などの環境教育事業を実施 

●「霞ヶ浦粗朶組合」と連携をとり、地域の環境保全型産業を育成・支援 

●流域内の生協、家庭排水協、漁協、各種環境保護団体との間でネットワークを

形成し、シンポジウムや発表会を開催 

●自治体、工事事務所、地元民間団体と共同で水質浄化施設を兼ねたビオトープ

公園を設置・運営 

 

３．課題・問題点等 

●現在の霞ヶ浦では、他の市民グループの活動も含め、その活動の成果が目に見

える形で現れていないことが多い。 

●アサザの里親制度は、アサザを市民（小中学生が主体）が自宅等で種から栽培

し、ある程度育った成体を霞ヶ浦に植え付けるものであるが、現在の霞ヶ浦では、

生育条件が厳しく、植え付けた個体のうちそのまま生育しているものは 1/10 以下で

ある。 

 

４．行政（国・都道府県等）への期待等 

●建設省のみならず、各自治体は互いに連携し、市民活動の趣旨を良く理解した

上で官・民・学・産共同で流域全体の環境保全、水質浄化にあたる必要がある。 

●今後は、市民の手による公共事業が必要となる時代であり、行政もそれを理解

して支援を行う必要がある。 

●地域の状況に即したきめ細かい対応を行う必要がある。 
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流域内の学校生徒によるプロジェクト活動風景 子どもたちによるアサザの植裁風景 

出典 ： 茨城県新治群玉里村立玉里東小学校ホームページ

 

◆協働連携体制（アサザ基金） 

アサザプロジェクト 

・アサザに里親制度 
・アサザの植え付け 
・ヨシ原再生事業 
・藻場再生事業 等 

霞ヶ浦・北浦をよくする

市民連絡会議 

ＮＰＯ 

「アサザ基金」

大学 

霞ヶ浦工事事務所

霞ヶ浦粗朶組合
業務運営協議会

関連事業者 

森林組合 
山林所有者 

流域自治体

漁業協同組合 

農業協同組合 

生活協同組合等 

企業

市民 学校

助言 

指導 

連携 

協力・場の提供

改修事業等 

発注 

協定 

保全管理 

契約 

助言・調査

参加 

 

場の提供 

連携 

協力 

提案・運営 

コーディネーション

参加・協力 

ヨシの植え付け 

水路での 

ヨシ採取 

資材の提供 

支援・資金 

参加 参加 

・休耕田でのビオネットワーク 

・目標実現のための長期的ビオトープづくり 

・水田、水路、湖の生態保全プログラム 
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⑧ 広瀬川の清流を守る会の各種取り組みの事例（宮城県） 

 

１．協働・連携体制 

 「広瀬川の清流を守る会」は、仙台市の 100 万人都市達成を機会に、広瀬川の

水環境を守りながらまちづくりを考えていくことを目的として、市民の有志により

平成 11 年 5 月に発足した。官や一般市民等と連携しつつ、シンポジウム、イベント

や公開講座等を開催する等積極的に活動している。なお、平成 13 年 3 月に NPO 法人

化を予定している。 

 

２．実施内容・実施状況等 

●広瀬川沿いの堀に蛍水槽を設置し、自然と生物の愛護及び地域交流を実施。 

●広瀬川に関わる身近な話題等の公開講座を定期的に実施。 

●「ビオトープ構想」や「防災とまちづくり」について、仙台市へ提案を行う。 

●平成 11 年 9 月 20 日に、仙台市の人口 100 万人都市達成を機会に、仙台の象徴

である「広瀬川」の清流を未来に引き継ぐため市民の立場から考えることを目的と

して「広瀬川市民シンポジウム」を実施。その際に仙台工事事務所長パネラーとし

て参加していただくとともに、「広瀬川パネル展」を同時開催。 

●ホタル観賞会、河川清掃等の活動を行うほか、平成 12 年 8 月 26 日に「政宗さ

んの川狩り（市民の手による仙台開府 400 年プレ記念イベント。子供達に遊びを通

して水環境を考えてもらうことも目的）」を実施。 

 

３．課題・問題点等 

●NPO（市民団体）活動は、別に本業があり副業的に運営しているため、NPO とし

て専業化するための人的・経済的なマネジメントが課題 

●市民を巻き込んだ広域的活動を展開するためには、市民性、社会性、公共性と

いった観点からの人・もの・情報をどのようにマネジメントするかが課題。 

●現行契約制度では NPO もコンサル（協会等）と同じ扱いになるものと思われる

が、NPO とコンサルを一緒に競争入札に付すのではなく、ケースに応じて NPO と契約

を結びやすい新しい契約制度の確立を希望する。 

 

４．行政（国・都道府県等）への期待等 

●NPO 等との連携に向けた施策の展開について、「良識に基づく官民対等のパート

ナーシップ」をテーマに具体化を期待する。 

●行政の組織として、片手間ではなく、行政目的の１つとして専門の総合行政コ

ーディネーターとしてのセクションの新設を望む。 
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《「正宗さんの川狩りでの活動状況」》 

 

広瀬川の清流を

守る会 

水の文化史研究会 

代表 佐藤昭典

仙台南広瀬川環境

美化推進協議会
沿川の小学校 

牡蠣の森を慕う会

代表 畠山重篤

仙台市 

宮城県 

東北地方建設局

仙台工事事務所

広瀬川名取

川漁協組合

連携

連携 

連携

連携

助言等

助言等

ホタル再生事業 

鮎の提供等 

◆ 協働連携体制（広瀬川の清流を守る会） 
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⑨ 多摩川センターにおける取り組みの事例（東京都） 

 

１．協働、連携体制 

 多摩川流域では、1970 年代から自然保護や清掃、歴史や文化をテーマに活動す

る団体など、多くの市民団体やボランティア団体が活発に活動してきた。近年は、

福祉や環境学習を川で行おうとする活動なども加え、実に多様な活動が展開されて

いる。そうした中にあって、多摩川センターは、現在活動している各団体や個人の

交流を促進したり、市民と行政（河川管理者や自治体）、企業などとのパイプ役、あ

るいは多摩川以外の全国の川からも情報の受発信を行う、いわばコーディネーター

機能を目指すものである。 

 

２．実施内容、実施状況等 

●情報誌発行（ＲＩＶＥＲ ＮＥＷＳ隔月） 

●西暦 2000 年の多摩川を記録する運動 

●多摩川市民フォーラムの運営 

●多摩川ふれあい教室の運営 

●多摩川流域懇談会の運営 

●多摩川洪水氾濫後の河川環境モニター調査 

 

３．課題・問題点 

●多摩川センターでは、専門的な調査や研究については周囲（現在の理事や設立

発起人になった学識者や環境コンサルタント、行政に携わっている人々）に頼らざ

るを得ない。こうした専門家は、現在ほとんど無償での協力である。 

●長期的な受託事業の確保、新たな事業の展開などによる安定した運営資金の確

保が課題である。 

●NPO 法人に対する税務上の優遇処置が十分でない。 

●金融機関からの融資は極めて厳しい。 

 

４．行政（国・都道府県等）への期待等 

●長期的な受託事業（多摩川流域懇談会や多摩川ふれあい教室等）の確保ととも

に、NPO とフレキシブルな契約が出来るよう期待したい。 

●市民レベルでは全国交流が盛んになってきたので、建設省でも、他の地域でど

のような取組みをしているのか、もっと情報交流する機会が欲しい。 

●特定のテーマを対象とした懇談会のようなものを設けるだけではなく、普段か

ら市民と情報共有して一緒に活動することが重要だと考える。 

●専門的な調査や研究だけでなく、普段から川と生活している市民だからこそで

きる調査や感想、川への想い等をもっと重視して欲しい。 
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参考資料 

財 団 法 人 河 川 環 境 管 理 財 団 河 川 整 備 基 金 助 成 事 業 デ ー タ ベ ー ス

http://wdb.kasen.or.jp/a_jc.asp?IDD=2960 

多摩川流域リバーミュージアム 

http://www.tamariver.net/index.htm 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/ 

http://www.tokachi.co.jp/kachi/00mizu/index.htm 

◆協働連携体制（多摩川センター）

多摩川センター 

三多摩自然環境センター 

多摩川水系 

自然保護団体協議会 

多摩川センター

応援団 

市民

企業

＜仕かけ＞ 

 

・多摩川セ

ンター、サ

ロン等での

現地ワーク

ショップ

・上下流交流

の促進 

・多摩川ク

リーンエイ

ドとの交流

 

・多摩川及び

多摩川セン

ター応援団

の拡充 

・企業の参加

システムの

形成 

・情報提供シ

ステムの確

立 

・知的所有権

等の解決 

＜関係＞ 

河川管理者

流域自治体

一般市民

企業等

運 営 委 員

そ の 他 で

協力、参加

活動 

支援 

寄附
団員として

参加 

①いい川

づくりの

ための具

体的活動

 

 

 

 

 

 

 

 

③情報収

集と発信

のための

課題解決

②サポー

ト集団の

充実シス

テム 

（
昭
和6

0

年
発
足
） 

多
摩
川
流
域
協
議
会 

情報の提供 

と参加、 

支援 

情報の提供 

と参加、支援 

参加 

ボランティア協力 

参加、支援 
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⑩ 九頭竜川における取り組みの事例（福井県） 

 

１．協働・連携体制 

 「ドラゴンリバー交流会」は九頭竜川流域の個人及び市民団体等がメンバーと

なって組織されており、九頭竜川水系を軸として「自然と人との共生」「豊かで活力

ある地域づくり」を目的として、1995 年に結成された団体である。（構成会員は個人

200 余名、団体 60 余団体）  

 同交流会は、建設省、福井県等と学識経験者により組織された、九頭竜川水系の

環境管理のあり方を検討する「九頭竜川水系環境検討委員会」による提言に基づき

組織されたこともあり、交流会の常任委員会にアドバイザーとして建設省、福井県、

福井市が参加している。また、NPO 設立準備会のメンバーとしても行政が参画してい

る。さらに様々な活動内容に対しての支援も積極的に行っている。 

 

２．実施内容、実施状況等 

 「ドラゴンリバー交流会」は九頭竜川流域の水循環の環境問題に取り組んでい

る。流域で活動している各種団体により講演会（人づくり・川づくり・地域づくり

シンポジウム）などを開催。 

 各地域で「河川の清掃」、「川遊び」、「水質調査（子供達による）」の共同実施や

活動内容のパネル展示、パンフレット・活動報告書の発刊を行っている。その他に、

ドングリ運動（ドングリ拾い、播種、育苗、植樹、苗木提供）を展開している。 

 

 

３．課題、問題点等 

●現在は交流会という任意団体のため、NPO 法人格を取得するため準備を進めて

いる。 

●財政基盤の確立が課題となっている。 

 

４．行政（国・都道府県等）への期待等 

●事務局運営資金の助成及び事務局の無償貸与 

●各種取組みに応じた講師派遣 
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参考資料 

国土交通省近畿地方整備局 福井河川国道事務所鳴鹿大堰管理所 

http://www.fukui-moc.go.jp/jimusyo/suboffic/naruka/index.html 

財団法人河川環境管理財団河川整備基金助成事業データベース 

 

 

 

 

 

 

ドラゴンリバー交流会 

 

創水部会 

活水部会 

親水部会 

北
越 

高
志 

奥
越 

南
越 

・シンポジウム ・講演会 

・流域会議   ・イベント 

・清掃活動   ・植樹活動 

・情報発信   ・交流活動 

流域会議 

流
域
で
活
動
す
る 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
団
体 

農
林
漁
業
者

九頭竜川水系環境検討委員会 

（平成９年に提言を出して解散） 

有識者 河
川
管
理
者 

参画 

協力 

場の提供 

流
域
自
治
体

協力 

場の提供 

情報公開 

企業 
市民・地域・学校 

（コミュニティー）

連携 

交流 

参加 

協力 

参加 参加・支援

理
念
具
体
化 

◆協働連携体制（ドラゴンリバー交流会） 
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⑪ 豊前の国建設倶楽部による山国川流域おける取り組みの事例（福岡県、大分県） 

 

１．協働・連携体制 

 大分県と福岡県境を流れる「山国川」流域において、地域の自立を目指す取組みが

行われている。これは NPO 豊前の国建設倶楽部が中心となって、中津下毛地域づくり

ネットワーク協議会等の各種団体及び大分県や建設省大分工事事務所、大分県文化芸

術短期大学など、産・官・学等の協働・連携体制で、防災・文化・環境・福祉・産業

などの面から取り組んでいる。 

 

２．実施内容、実施状況等 

＜これまでの実施例＞  

 山国川を挟んだ県境の大綱引き大会、山国川のウォークツアーの実施、散乱缶の回

収やポイ捨て禁止の啓発活動、水源機能を守るための植林活動、山国川流域の連携を

考える会の開催、山国川をテーマとした読本の出版等による啓発（地域おこしを多角

的に紹介）、水辺探検船の建造による山国川の水辺の生物観察や川遊び・清掃活動の

実施、流域のガイドブック作成 

＜今後の予定＞ 

 「県境の駅」構想の推進、ミニＦＭラジオ局の開設による情報発信 

 

３．課題、問題点等 

●今後、国土や環境を考える場合、国・県・市町村などがピラミッド型のシステムで

はなくフラットな関係で協働・連携を考える時期に来ている。 

●県境や行政区域を越えた活動を 17 年前から民間主導で続けてきていることもあっ

て、行政とのかかわり方が上手くいかない。 

●流域を単位にすると２県・２市・５町・３村の行政区があり、それぞれが自分の地

域のことを考えることには機能を十分発揮するが、流域を考えるシステムにはなって

いない。 

 

４．行政（国・都道府県等）への期待等 

●流域を単位とした国土や環境を考える時、建設省が地域とダイレクトに結びつくこ

とが（情報の共有）国土という広い地域を考える訓練を住民に与えることになる。 

●今までの環境問題を含む地域を考える時、大きく考えて小さく実行する・小さく考

えて大きく実行するなどシステムの流動性が必要になっており、そのためには、NPO

などの民間の力を十分に活用することが必要。 
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◆協働連携体制（豊前の国建設倶楽部）

NPO 

豊前の国 

建設倶楽部

豊の国づくり塾

塾長 平松守彦

大分県企画部 

一村一品運動推進室 

中津下毛振興局 

地域振興課 

大分工事事務所

中津市漁港協同組合 

・豊前地域づくりネッ

トワーク協議会 

・地域づくり団体 

・豊前市   ・築城町 

・吉富町   ・椎田町 

・新吉富村 ・大平村 

・勝山町 

福岡県 

次世紀の地域づくり

月尾委員会 

建設省事務局 

全国地域づくり

団体との連携 

山国川流域の連携と参加の事

業 

・ 人、もの、情報の交流 

・ 環境、文化、福祉 

川で遊ぶ 

中津下毛地域づくりネットワーク

協議会 

① 豊前の国建設倶楽部 

② 中津青年会議所 

③ 中津レクレーション協会 

以上中津市 

④ 三光竹馬会（三光村） 

⑤ いもほり探検団（本邪馬渓町）

⑥ 邪馬渓町文化学習会（邪馬渓

町） 

⑦ どげっする会（山国町） 

⑧ ＮＥＯ２１塾中津下毛 

 

地域づくり団体 

各団体それぞれが各市町村と連携

商店街 
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⑫ 北上川流域連携交流会における取り組みの事例（岩手県、宮城県北上川） 

 

１．協働・連携体制  

 北上川流域連携交流会は、平成 12 年 8 月に認証を受けた、岩手県、宮城県にま

たがり活動を行う NPO 法人である。  

 北上川に関する各種イベントにおいて、民官がお互いに協働・連携体制をとって

おり、人々が川に親しみ、また川に対する意識が向上するよう取り組んでいる。  

 連携交流会は、北上川流域に多数存在する市民団体と行政（建設省、県、北上川

流域市町村連携協議会（36 市町村））との間で橋渡しの役割も果たしており、民官連

携し、流域の流木・ゴミ問題等に取り組んでいる。 

２．実施内容、実施状況等（平成 12 年度）  

●リバーマスタースクール 

 川と地域の関係について体験を通じた総合学習を行いながら、地域づくりを推

進する人材を養成。 

●ジュニアリバーマスター 

川について学び、子供の健全育成を担うリーダーを養成。（中・高校生対象） 

●北上川こども流域交流会 

 川の遊びを中心とした体験学習。（小・中学校生対象） 

●舟運復活への取組み 

 北上川の舟運の歴史や当時の地域と川との関わりを学びながら、川を利用した

新しい地域交流の手段として、舟運復活に向けた取組み。 

●北上川河口清掃「海岸清援隊」 

 北上川流域の市町村から住民が参加し、地元の児童や漁師及び住民と一緒に清

掃活動を実施。 

 

３．課題・問題点等 

●NPO 法人の認証を受けたことで、社会的な責任も果たしていかねばならないと

考えているが、この部分で組織内での温度差が多少ある。 

●行政機関は一般に組織としての決定を行うまでに時間がかかる部分があり、民

間のサイクルの速さとのギャップがストレスになることがある。 

●NPO 法人化したことで、これまで以上に行政機関から仕事を請け負う機会が増

加するものと見込まれるが、中・長期的に行う業務の場合、前金払い制度が適用さ

れないため、業務完了までの間、運営資金面が非常に圧迫される。 

 

４．行政（国・都道府県等）への期待等 

●地域活性化の観点からも、あらゆる行政機関において、NPO 法人を支援する体

制を整えてほしい。 
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●連携交流会の場合、収益事業が成立しにくいため、資金面を含めた積極的なバ

ックアップがほしい。 

●いわゆる NPO 法の見直しで議論されている、税制等での優遇措置が実現するこ

とを期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北上川流域市民活動５０団体（ＮＰＯ法人３団体含む）及びＮＰＯ法人水環境ネット東北

ＮＰＯ法人 

北上川流域連携交流会 

・人材育成事業 

・水環境の保全と水辺創造事業 

・歴史文化の活用事業 

・交流連携の推進事業 

・河川等に関する調査研究と広報事業

北上川流域市町村連携協議会

（流域３６自治体） 

・川の健康診断士事業 

・北上川河口海岸清掃 

岩手県 

宮城県 

北東北広域連携推進協議会

岩手県・宮城県・秋田県 

岩手工事事務所 

胆沢ダム工事事務所 

北上川下流工事事務所 

北上川ダム統合管理事務所

鳴子ダム管理所 

水辺プラザ懇談会

北上川流域懇談会

流域事務所 

市民 

学校 

大学 

企業 

土地改良区 

漁業協同組合 

運営協力・連携 支援
連携 

連携

運営協力

場の提供

連携
連携 

協力

連携

連携

参加 

場の提供

運営協力

連携

支援 

支援 

支援 

助言・指導

参加 

参加 

連携

◆協働連携体制 
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⑬ 筑後川流域連携倶楽部における取り組みの事例（福岡県、佐賀県、熊本県、大分県） 

 

１．協働・連携体制 

 筑後川流域連携倶楽部は、筑後川流域圏（福岡、佐賀、熊本、大分県）におい

て、環境保全、文化の振興や経済の活性化に取り組むグループや個人のネットワー

ク組織である。  

 1999 年 6 月に NPO 法人として認可を受け、各種イベント・シンポジウムの開催及

び協力、機関誌・新聞の発行などを通じ、筑後川流域の活性化、情報の共有化に取

り組んでいるところである。 

 

２．実施内容、実施状況等 

●筑後川「まるごと博物館」構想委員会の実施 

 流域圏にある自然・文化・産業・遺跡などの資源をそのまま保存、維持しなが

ら流域のネットワークづくりや活性化に活かしていこうとするもの。 

●機関誌「筑後川」、「筑後川流域新聞」の発行 

 筑後川流域連携倶楽部の活動や流域で活躍しているグループ、人、流域情報等

を紹介しながらネットワークづくりに役立てており、流域の各市町村等に配布して

いる。 

●筑後川舟運事業の検討 

 住民と川とのつながりを深めるため、観光を含めた舟運の可能性について検討

を行っている。 

 

３．課題、問題点等 

●ネットワーク組織であるため、事務局管理機構と費用は極小にできるが、それ

だけに事務局の能力が要求され、事務局を担う人材の養成が問題である。 

●事業展開には資金が必要であるが、資金が集まるかどうかは事業・プロジェク

トの企画内容による。従って、魅力ある企画ができるかどうか人材の確保とネット

ワークが大切である。 

●事業やプロジェクト毎にネットワークや責任体制ができるとその事業やプロジ

ェクトに継続性ができ内容の蓄積ができるが、イベントの中には責任体制が持ち回

りで行われているものもあり、内容の継続性に問題がある。 

 

４．行政（国・都道府県等）への期待等 

 事業・プロジェクトごとに内容・性格が異なるので、行政との協力のあり方に

は一貫性が出にくい。その都度の密接な連絡協議が必要で、行政に望むのは画一的

なやり方を押しつけないことを期待する。 
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《機関誌「筑後川」》 

 

 

出典：http://www.doblog.com/weblog/myblog/54753）、 

http://www.soho-chikugogawa.com/river_m/kappa.html

NPO 法人 

「筑後川流域連携倶楽部」 

筑後川流域圏をネットし環境を保全し活性

化する 

・ 筑後川まるごと博物館構想 
・ 水の森プロジェクト 
・ 流域情報誌の企画・発行 
・ カッパマネー等の発行

企業 市民

学校

流域自治体

大学 

建設省 

筑後川工事事務所山林所有の自治体 

流域自治体 

森林管理所 

生活協同組合 

・ 水源の森の育成で筑後川の水質の保全を図る 

・ 筑後川を資源ととらえその発展の可能性を探る 

・ 流域情報を共有することで流域の活性化を図る 

・ 筑後川環境カード発行し基金をつくり環境保全を図る 

支援

賃金 参加

参加 

参加 

場の提供 

助言 

指導 

連携 

協力 

場の提供 

改修事業など 

連携 

協力 

参加 

管理

資材提供

◆協働連携体制（筑後川流域連携倶楽部）
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⑭ 青潮発生による被害後アマモ場再生への取り組みにより回復しているアマモ場事例 

（神奈川県金沢湾野島干潟） 

 

水尾ら（2004）の報告によると、2003(平成 15)年 6 月 1 日には金沢湾野島干潟で

マテガイ、アサリ、アマモの大量死が市民により確認され、現地の状況から硫化水

素を含む貧酸素水塊による被害の可能性が考えられた（神奈川県環境科学センター 

第 28 回環境・公害研究合同発表会）。青潮発生は、5月 25 日から 3日間ほどと見ら

れている。 

現在は水産基盤整備調査事業として、県と市民団体が協働でアマモ場再生に取り

組み、アマモ場は順調に再生されている（図 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 漁港内に打ち寄せられた魚の死体  写真 2 通常の海に戻りつつある金沢区柴沖 

（2003 年 5 月 28 日）           （2003 年 5 月 28 日） 

 

写真 3 現状のアマモ場 

（2005 年 11 月）             

写真 1、2：神奈川県水産技術センター提供、写真 3：株式会社 東京久栄提供 
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⑮ 地盤沈下によるアマモへの影響事例（広島県尾道市 百島地区、海老地区、灘地区） 

 

国土交通省 中国地方整備局 広島港湾・空港工事事務所では、1984(昭和 59)年

から 1996(平成 8)年度において、尾道糸崎港における航路浚渫土砂を用い、国内最

大規模の約 60 ヘクタールの干潟造成を百島地区、海老地区、灘地区で行った。造成

方法は、まず沖合約 200ｍの場所に雑石を用いて潜堤を築き、その内側に浚渫土砂を

投入し、さらにその上を海砂で覆った。造成した干潟の地形は造成後数年間、沈下

がみられたものの、その後はほぼ安定した干潟が維持された。 

百島地区、海老地区とも干潟造成後（1988～1990 年）に行った海草の移植では定

着せず枯死したが、その後自然に海草が定着した。2000～2002(平成 12～14)年度の

調査において、周辺の自然干潟での底生生物は 165 種、造成された干潟のうち、百

島地区で 116 種、海老地区で 118 種が発現し、周辺の自然干潟での 7 割の生物種が

確認された。また、地盤高 D.L.+0.5～-0.5ｍの場所を中心に、約 8ha（百島地区：

約 6.7ha、海老地区：約 1.4ha）のアマモ場群落が再生された。 

 

（出典：環境省（平成 16 年 3 月）：藻場の復元に関する配慮事項） 
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５．アマモ再生活動に役立つ資格の概要 

ここではアマモ場再生事業の枠組みで対応可能と思われる、リーダーレベルの人材育成

の参考にするために、協働でアマモ場再生を行う人材の育成と人材認定および登録事業の

事例を表 5-1 に整理し、これらの資格制度等の概要を整理した。 

現在、これら以外にも、地方自治体や市民団体など、様々な主体が自然体験活動等の指

導者の人材育成を行っている。 

参考にした事例の多くがNPO法人自然体験活動推進協議会（Council for Outdoor & Nature 

Experience; CONE、 http://www.cone.ne.jp/）の運営による自然体験活動に携わる指導者

養成および指導者の登録制度と連携して、有資格者のレベルを一定水準以上に維持してい

る。そして、その有資格者の名簿を一般に公開しており、様々なフィールドで活躍するこ

とが期待されている。 

 

表 5-1 協働で自然再生を行う人材の育成と人材認定および登録事業の事例 

事 業 名 事 業 者 名
事 業
創 設

資格認定者総数
資格者
名簿の
公 開 

環境省
の事業
登録注１

森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ （社）全国森林ﾚｸﾚｰ

ｼｮﾝ協会 

平成３年 

(1991 年) 

2,046 名 ◎ ○ 

環境ｶｳﾝｾﾗｰ 環境省 平成９年 

(1997 年) 

3,658 名 

（H17.8 現在） 

○ ○ 

河川環境保護

指導員 

NPO 法人 

 河川環境基金 

平成 11 年

(1999 年)

558 名 

（H17.4.1 現在）

－ ○ 

海・漁業体験

活動ﾘｰﾀﾞｰ 

（社）漁村文化協会 平成 14 年

(2002 年) 

100 名程度 

（H18.3 現在）

◎ － 

海辺の達人養

成講座 

国土交通省港湾局 平成 15 年

(2003 年) 

－ ◎ ○ 

川の指導者 NPO法人 川に学ぶ

体験活動協議会 

－ 600 名以上注２ 

（H15.6 現在）

◎ － 

青森大学自然

学校指導者養

成講座 

青森大学自然学校 

(青森大学院環境科

学研究科の一機関)

平成 15 年

(2003 年) 

－ ◎ － 

水産業普及指

導員 

水産庁 － － － － 

漁業士 都道府県 － － － － 

注１：環境省の環境教育の人材育成・人材認定等事業データベースへの登録 

注２：初級指導者 

◎：ＣＯＮＥリーダーとして公開 

 

(1) 海・漁業体験活動リーダー 

海・漁業体験活動リーダーとは、水産（漁業）体験活動を行う参加者に対して、各種プ

ログラムの講師あるいは案内者となる者で、自然体験活動に参加する漁業者や漁業関係者

並びに海に関心のある人たちなどを対象に、平成 14 年度から（社）漁村文化協会が実施
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する水産体験活動などに関する研修会を修了し認定される。 

研修会の受講資格は満 18 歳以上の男女で、漁業協同組合員（正・准）で 6 時間、一般

で 21 時間の研修を受けることとなっている。研修内容は自然体験やリーダーの役割、漁

業と人・社会・文化の関わり、水産体験活動の基礎技術、水産体験活動に特徴的な安全対

策、水産体験活動の指導方法やプログラム作りに関してである。 

漁村文化協会の「海･漁業体験活動リーダー」の認定のみならず、NPO 法人自然体験活動

推進協議会（CONE）の自然体験活動リーダーとしても認定される。また漁業者は「漁業リ

ーダー」の資格が得られる。認定資格は 3年毎に更新できる。認定者名簿は漁村文化協会

（http://www.gyoson.or.jp）と自然体験活動推進協議会(http://www.cone.ne.jp)のそれ

ぞれのホームページ上で公開されている（平成 18 年３月現在、（社）漁村文化協会ホーム

ページによると 100 名程度）。 

（出典：（社）漁村文化協会ＨＰ http://www.gyoson.or.jp/） 

  

(2)海辺の達人養成講座 

海辺の自然と親しみ、遊び、そして学ぶ方々のニーズに対応するために、その指導者と

なる海辺の自然体験活動リーダー（初級クラス）を養成することを目的として国土交通省

港湾局（環境整備計画室）が開催している講座である。 

この講座は、平成 14 年度に設置した「海辺の自然学校研究会」（座長：岡島成行大妻女

子大学教授）の成果に基づき、平成 15 年度より、全国各地で開催されている。本講座で

は、18 歳以上の男女を対象とし（25ｍ程度の水泳力が必要）、参加者 4～5名の比較的安全

な海辺の簡易な自然体験活動を主体的に実施できる又は海上での自然体験活動のスタッ

フとして参加できる活動のリーダーを養成することを目的としている。講座内容は、「海

辺」に対する基礎的な知識やスノーケリング、ビーチコーミング、海辺特有の植物や動物

の観察など、自然体験活動に必要な基礎的な知識と技術、さらに、リーダーとして必要な

グループコントロールや海ならではの危険に対処するための安全管理、心肺蘇生の基礎等

である。本講座修了後には、NPO 法人自然体験活動推進協議会（http://www.cone.ne.jp/）

へ申請し「CONE リーダー」の資格が取得できる。この自然体験活動推進協議会では登録簿

をホームページ上で公表しており、専門分野や在住地域等について検索ことができ、活動

指導の依頼ができるようになっている。 

（出典：国土交通省港湾局ＨＰ http://www.mlit.go.jp/kowan/） 

 

(3)水産業普及指導員 

水産庁関連の資格制度には、同庁研究指導課普及教育班普及係が行っている水産業専門

技術員および水産業改良普及員がある。 

水産業専門技術員は水産業に関する技術及び知識の普及指導を行い、及び試験研究機関

と密接な連絡を保ち水産業に関する専門の事項について調査研究を行う職員であり、農林

水産大臣が行う水産業専門技術員資格試験に合格した者で農林水産省が実施主体であっ
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た。 

水産業改良普及員は沿岸漁業等の生産性の向上、経営の近代化及び技術の改良を図るた

め、試験研究機関と密接な連絡を保ちつつ専門技術等に関する事項について調査を行うと

ともに、漁業者に接触して技術及び知識の普及指導に当たる都道府県の職員であり、農林

水産大臣の定めるところによる都道府県が行う水産業改良普及員資格試験に合格した者

で都道府県が実施主体であった。 

しかし、平成 12 年（2000 年）3 月に通達に基づく水産業改良普及員の必置規制を廃止

し、平成 16 年（2004 年）5 月に改正された水産業改良普及事業推進要綱に基づいて都道

府県におかれていた水産業普及職員が「水産業普及指導員」に名前を統合されたことをき

っかけに平成 17 年（2005 年）からこの水産業専門技術員と水産業改良普及員の資格を廃

止し、水産業普及指導員資格試験として都道府県がそれぞれ行っていたのを国が行うよう

になった。 制度改革の概要を図 5-1 に示した。 

図 5-1 普及事業の制度改革の概要 

（出典：http://www8.cao.go.jp/bunken/h15/049iinkai/2-1_4.pdf） 

 

(4)漁業士 

漁業士は、漁業生産を支える人材の確保及び育成を目的に制定された制度であり、事業

主体は各都道府県である。事業内容は①青年漁業士講座の開催、②青年漁業士、指導漁業

士又は女性漁業士の認定、③漁業士研究交流会の開催、④青年漁業士による漁業後継者（研
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究グループ等）の育成指導、⑤指導漁業士及び女性漁業士による漁業後継者の育成指導で

ある。 

 

(5)河川環境保護指導員 

河川環境保護指導員とは、地域の実情を十分に把握し、河川における活動その他多岐に

わたる環境保全活動においてリーダーシップを発揮する人材に対しNPO法人河川環境基金

（http://www.npo-kasenkankyo.or.jp/index.html）が開催する講習会及び筆記審査を経

て任命された者である（任命対象者の限定なし）。この制度は平成 11 年（1999 年）に始ま

り、558 名（平成 17 年 4 月 1 日現在）が任命されている。 

（出典：NPO 法人河川環境基金 http://www.npo-kasenkankyo.or.jp/） 

 

(6)川の指導者 

川の指導者とは、川で楽しく安全に遊ぶための指導者を育成している、川に学ぶ体験活

動協議会（River Activities Council; RAC）が認定した者である。川の指導者は、講義

と実習（危険予知トレーニングと心肺蘇生または応急措置）の各講座修了後、定められた

期間の活動経験を積むとランクアップのための講座が受講することができる。認定ランク

（ジュニアリーダー・リーダー、インストラクター1 級、2 級、コーディネーター）に応

じて、引率できる人数、活動内容、活動フィールドが広がる仕組みになっている。このカ

リキュラムは自然体験活動推進協議会（CONE）と連携しており、CONE の制度に対応し登録

が 可 能 に な っ て い る 。 認 定 者 名 簿 は 川 に 学 ぶ 体 験 活 動 協 議 会

（ http://www.rac.gr.jp/index.html ） と 自 然 体 験 活 動 推 進 協 議 会

(http://www.cone.ne.jp)のそれぞれのホームページ上で公開されている。平成 15 年 6 月

現在、初級指導者は 600 名以上、協議会構成団体も 110 団体を超えている。 

（出典：川に学ぶ体験活動協議会 ＨＰ http://www.rac.gr.jp/index.html） 

 

(7)青森大学自然学校指導者養成講座 

青森大学自然学校指導者養成講座とは、青森大学院環境科学研究科の一機関として設置

されている自然学校で平成 15 年(2003 年)から開講されている講座である。当講座は青森

大大学院生を対象とした、自然環境教育指導者の育成及び一般の方を対象とした初級自然

環境教育指導者（アマチュア）の育成を目的としている。大学院生は、環境科学研究科の

カリキュラムに併せることにより、科学的アプローチと 体験的アプロ―チ双方から 専門

性の高い自然環境 教育の実践を目指すことができ、自然学校の主催事業を通して職業ト

レーニングを実施している。規定のカリキュラムを修了すると、自然体験活動推進協議会

（CONE）の CONE リーダー（アマチュア初級指導者）として登録することができ、登録者

名簿は自然体験活動推進協議会(http://www.cone.ne.jp)のホームページ上で公開されて

いる。 

（出典：青森大学自然学校ＨＰ 
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 http://www.aomori-u.ac.jp/intro/master/sizenngakkou2/menyu.htm） 

 

 

(8)森林インストラクター 

森林インストラクターとは、森林を利用する一般の者に対して、森林や林業に関する適

切な知識を与え、森林の案内や森林内での野外活動の指導を行う者で、（社）全国森林レ

クリエーション協会の制度により登録された者である。平成 3年（1991 年）に林野庁の認

定事業として発足したが、平成 13 年（2001 年）からは（社）全国森林レクリエーション

協会の制度となっている。 

受験資格は 20 歳以上で、一次試験（筆記）、二次試験（実技、面接）に合格した者が登

録できる。2002 年 6 月現在の登録者は 1,367 人である。 

森林インストラクター登録者名簿は都道府県、市町村の農林担当部署、教育委員会等の関

係機関に送付され、森林インストラクターとして紹介される。登録の有効期間は 5年間で

あり、５年ごとに更新できる。 

また、森林インストラクター養成講習（受講資格 20 歳以上）が森林インストラクター

となるために必要な知識及び技能を付与することを目的に（社）全国森林レクリエーショ

ン協会によって開講されている。この講習では、森林、林業、森林内の野外活動、安全及

び教育の 4科目と野外実習を行っている。当講習修了者は、森林インストラクター資格試

験（二次試験）の実技試験が免除される。また、全国森林レクリエーション協会が認定す

る「森林活動ガイド」の称号が付与される。さらに自然体験活動推進協議会（CONE）が認

定する「自然体験活動リーダー（CONE リーダー）」の称号を申請により取得することがで

きる。CONE リーダー登録者名簿は、自然体験活動推進協議会(http://www.cone.ne.jp)の

ホームページ上で公開されている。 

森林インストラクターの資格を持つ者のうち、全国森林レクレーション会

（http://www.shinrin-instructor.org/）に入会した者は当会のホームページ上で入会者

名簿の一部が公開されており、全国森林レクレーション会の支部または事務局で問い合わ

せに応じている。全国森林レクレーション会には 868 名（2004 年２月１日現在）の森林イ

ンストラクターが登録されている。 

（出典：（社）全国森林レクレーション協会ＨＰ 

 http://www.shinrinreku.jp/top/index.html） 

 

 

(9)環境カウンセラー 

環境カウンセラーとは、市民活動や事業活動の中での環境保全に関する専門的知識や豊

富な経験を有し、その知見や経験に基づき市民や NGO、事業者などの環境保全活動に対す

る助言など（＝環境カウンセリング）を行う人材として、環境カウンセラー登録制度実施

規程に基づき、環境省の行う審査を経て登録された人である。本制度は環境省が創設し、
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平成 9 年（1997 年）から登録作業が開始されている。 

市民や市民団体などからの環境問題、環境保全活動、組織運営などに関する相談、助言、

環境学習講座の講師、環境関連事業などの企画・運営を助言する「市民部門」と、事業者

からの環境保全の具体的な対策、環境活動評価プログラムなどに関する相談・助言をする

「事業者部門」という 2 つの登録部門が設置されている。 

登録にあたっては、申請書と指定されたテーマに沿った論文による書面審査と、面接審

査が行われる。登録期間は 3年間で、更新には活動実績等報告書を毎年提出していること

と環境省での研修（第１回目の更新者のみ）などの更新申請が必要である。登録簿はイン

ターネット上でも公表されており、専門分野や在住地域について検索ことができる。平成

17 年（2005 年）8 月現在の登録者は、3，658 名（事業者部門 2,286 名、市民部門 1,608

名 ） で あ る 。 環 境 カ ウ ン セ ラ ー に 相 談 す る に は 、 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.env.go.jp/policy/counsel/index.html）で公開されている環境カウンセラ

ー登録者データベースから環境カウンセラーに直接連絡する方法と各地域の環境カウン

セラー協（議）会に相談する方法がある。 

なお、より一層の制度活用を図るため、平成 15 年（2003 年）から検討会が設置され、

同年 6 月の報告取りまとめを受けて、8 月に登録制度実施規定が一部改正されている。 

（出典：環境省総合環境政策室 環境教育推進室環境カウンセラーＨＰ 

http://www.env.go.jp/policy/counsel/index.html） 
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６．関連法の概要 

 

 我が国の沿岸域は、領海法等により範囲が定められ、国有財産法を基本として、河川法、海

岸法、港湾法、漁港法により海洋の管理が定められているほか、利用や資源、交通、国土や環

境保全などの各分野で表 6-1 に示すような法がある。 

 

表 6-1(1) 関係法の概要 

分 野 基 本 法 関 連 法 律 等 

海洋の範囲 
 
 
管   理 
 
総合利用・ 
計画 
 
 
 
 
 
 
生物資源 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鉱物資源 

領海法（昭 52） 
漁業水域に関する暫定措置
法（昭 52） 
国有財産法（昭 23） 
 
国土総合開発法（昭 25） 
 
 
 
 
 
国土利用計画法（昭 49） 
 
水産基本法（平 13） 
漁業法（昭 24） 
沿岸漁業等振興法（昭 38）
 
 
水産資源保護法（昭 26） 
海洋水産資源開発促進法 
（昭 46） 
漁港法（昭 25） 
漁船法（昭 25） 
 
鉱業法（昭 25） 
石油及び可燃性天然ガス資
源開発法（昭 27） 
採石法（昭 25） 
砂利採取法（昭 43） 
深海底鉱業暫定措置法 
（昭 57） 
石油備蓄法（昭 50） 
鉱業等に係る土地利用の調
整手続き等に関する法律（昭
25） 

外国人漁業の規制に関する法律（昭 42） 
 
 
河川法（昭 39），海岸法（昭 31） 
港湾法（昭 25），漁業法（昭 25） 
首都圏整備法（昭 31），北海道開発法（昭 25），
離島振興法（昭 28），小笠原諸島振興特別措
置法 
（昭 44），新産業都市建設促進法（昭 37），工
業整備特別地域整備促進法（昭 39），総合保
養地域整備法（昭 62），多極分散型国土形成
促進法（昭 63）等 
都市計画法（昭 43），自然公園法（昭 32） 
 
各種漁業調整規制，漁業取締規制， 
排他的水域における漁業等に関する主権的権
利の行使等に関する法律（平 8） 
沿岸漁業整備開発法（昭 49） 
海洋水産資源の保存及び管理に関する法律 
（平 8） 
遊漁船業の適正化に関する法律（昭 63） 
森林法（昭 26） 
 
 
鉱山保安法（昭 24） 
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大
陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に
伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関
する特別措置法（昭 53） 
 
 
 
石油パイプライン事業法（昭 47） 
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表 6-1(2) 関係法の概要 

 

分 野 基 本 法 関 連 法 律 等 

海上交通・ 
通信 
 
 
 
 
 
 
 
 
空間利用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国土保全法 
 
環境保全 

海上運送法（昭 24） 
 
船舶法（昭 32） 
船舶職員法（昭 26） 
港湾法（昭 25） 
 
海上交通安全法（昭 47） 
 
海上衝突予防法（昭 52） 
電波法（昭 25） 
公有水面埋立法（大 10） 
運河法（大 2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
都市公園法（昭 31） 
自然公園法（昭 32） 
総合保養地域整備法 
（昭 62） 
海岸法（昭 31） 
 
自然環境保全法（昭 47） 
自然公園法（昭 32） 
海岸汚染及び海上災害の防
止に関する法律（昭 45） 
下水道法（昭 33） 
環境基本法（平 5） 

内航海運業法（昭 27），港湾運送事業法（昭 26）
等 
船舶安全法（昭 8） 
 
港湾整備緊急措置法（昭 36），港湾整備促進法
（昭 28），特定港湾施設整備特別措置法（昭 34）
航路標識法（昭 36），港測法（昭 23），水路業務
法（昭 25）等 
海難審判法（昭 22）等 
 
（都市的利用） 
都市計画法（昭 43），都市公園法（昭 31）， 
建築基準法（昭 25），民間都市開発の推進に関
する特別措置法（昭 62）等 
（農業利用） 
農業振興地域の整備に関する法律（昭 44）等 
（産業利用） 
工場立地法（昭 34），工業再配置促進法（昭 47），
石油コンビナート等災害防止法（昭 50），高度
技術工業集積地域開発法（昭 58），民間事業者
の能力の活用による特定施設の整備の促進に関
する臨時措置法（昭 61），地域産業の高度化に
寄与する特定事業の集積の促進に関する法律
（昭 63） 
（エネルギー利用） 
石油備蓄法（昭 50），電気事業法（昭 39） 
電源開発促進法（昭 27） 
発電用施設周辺地域整備法（昭 49） 
核燃料物質・核燃料物質及び原子炉の規制に関
する法律（昭 32） 
（廃棄物処理） 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭 45） 
広域臨海環境整備センター法（昭 56） 
 
 
 
 
河川法（昭 39） 
土砂法（平 12） 
公害対策基本法（昭 45） 
水質汚濁防止法（昭 45） 
瀬戸内海環境保全特別措置法（昭 48） 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭 45） 
環境影響評価法（平 9） 

 
 

 

 

 



アマモ類の自然再生ガイドライン 

巻末資料 

  

資-88

７．その他の遺伝子による地域集団解析方法 

１．defensin、 G3PDH、 phyA 遺伝子の変異に基づく地域集団構造 

1)RNA 転写領域を用いた集団解析への検討 

地域間の異なるアマモ RNA を用いて、cDNA サブトラクション法により、個体間で発現差

のある遺伝子の検出を試みた。この実験で候補に挙がった遺伝子領域について、種内多型

性の遺伝子マーカーとして使用できるかどうか複数のアマモ個体について調べ、集団解析

への応用を検討したところ、サブトラクションにより差異が検出された 2 遺伝子領域

（defensin 遺伝子と G3PDH［glyceraldehydes–3–phosphate dehydrogenase］遺伝子）にお

いて、集団解析の可能性が示された。 

全国 16 地点、155 個体ついて調べた。タイプ分けは、PCR によるゲノム DNA からの増幅

産物のダイレクトシークエンスにより、波形が単純なものをホモ接合体、波形にダブルピ

ークの見られるものをヘテロと判断し、ダブルピークが 1 ヵ所のみの個体については 2 対

立遺伝子を推定する（2ヵ所以上の場合には決定できない）という手順のみで行った。この

手順によるタイプ分けにより、現在のところ、defensin 遺伝子で 20 タイプ（調査した領域

308bp）、G3PDH 遺伝子で 23 タイプ（調査領域 713bp）が見つかった 

2)転写領域を用いた系群解析 

見出した defensin と G3PDH の 2 遺伝子と、Kato (2004) および加藤・颯田 (2004) が解

析した phyA 遺伝子（1395bp）のタイプ分け情報を用いて、各集団における対立遺伝子の分

布を予備的に調べた。phyA 遺伝子については、今回のサンプルからは PCR ダイレクトシー

クエンスの波形から 17 タイプが見出された。 

現時点では予備的解析のため、転写領域の変異性にもとづく集団間の類似性や同一性に

ついては不明確であるが、いくつかの特徴的な対立遺伝子の分布パターンが示唆された。

すなわち、オホーツク海（サロマ湖）と舞鶴以北の日本海側（津軽海峡沿いを含む）に

defensin の d01 遺伝子が多く、能登半島以北の日本海側（氷見～小樽）に phyA の group-B

（p07a、p08a、p08b）が多いという傾向が示唆された。また、マイクロサテライト DNA 分

析で大きな差異の見られた紀伊半島東側の 2地点（宇久井と浦神）はそれぞれ G3PDH の G02

と G01 が多い傾向が示唆された。 
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図 7-1 phyA および defensin 遺伝子の変異に基づく地域集団構造 
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８．アマモ場や海辺の活用状況 

 

1.アマモ場の活用状況 

アマモ場の利用項目と既往の再生事業において利用面での目的との関連性を表 8-1 に

示す。 

各地の事例では、いずれも当初は環境教育の場としての活用は想定していなかったも

のの、実施のプロセスで、環境教育活動を取り入れるようになった。こうした取り組み

は、各地の活動団体の努力によるものであるとともに、自然再生推進法や文部科学省の

グリーンアクションプランなど環境教育推進の施策等が果たした役割も重要であると考

えられる。 

一方でこのような取り組みは、教育委員会との調整が求められる他、学校毎に海を生

かした環境教育に対する姿勢や考え方が異なるため、相互理解に十分時間をかけた上で、

教育現場との協働が望まれる。 

なお、環境教育の場として海辺を活用するプログラムの充実が、参加者を増やすこと

にもつながると考えられる。 

 

表 8-1 アンケート調査によるアマモ場の活用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場

(

ダ
イ
ビ
ン

グ
・
バ
ー
ド
ウ
オ

ッ
チ
ン
グ
等

)

　
魚
釣
り
の
場

　
環
境
教
育
の
場

（
自
然
観
察
会
等

）

　
漁
業
の
場

横浜市金沢区 目的

成果 ○

三重県英虞湾 目的 ○

成果 ○ 注１

千葉県三番瀬 目的

成果 ○ ○

岡山県日生町 目的 ○

成果 ○ ○ ○ ○

山口県椹野川河口 目的

成果 ○

注１）海苔養殖業者から枯れ葉の混入を懸念されている
注２）空欄は成果なしを意味するものではない
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2.海辺の活用状況 

自然再生活動への理解者及び参加者を増やすためには、海辺の活用ニーズを把握し、ニ

ーズを反映したイベント等を行うことで、まずは関心を持ってもらうことが必要である。

このため、一般の人による海辺の活用状況を図 8-1 に、将来の海辺への要望を図 8-2 に示

した（出典：海辺ニーズに関する世論調査 世論調査報告書 平成 12 年 8 月調査 内閣総

理大臣官房広報室）。 

海辺の利用状況はレクレーション、魚釣り、ドライブ、名所旧跡や水族館等の施設利用、

散歩やジョギング等のほかイベントへの参加、自然観察会や学校行事の臨海学校等が並ん

でいる。これらの目的で海辺を活用している人々から自然再生に対する理解を得るととも

に、参加･支援を得るためには、情報提供が有効な手段であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-1 海辺に行った目的 
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将来の海辺への要望をみると、回答者の半数近くは自然の保全を望んでいる事がわかっ

た。自然再生の目的のひとつとして、このような利用ニーズを反映することにより自然再

生場の利活用を積極的に進め、利用者を増やすことにより、自然再生に対する理解を深め

てもらうことも重要である。 

また、海辺を利用する人を増やすことは、商業その他による地域の活性化にもつながり、

新たな海辺の活用が考えられる。ただし、自然を再生し、環境を保全しながら利用し、理

解者や参加者を増やしていくためには、利用者である一般市民に対して利用にあたっての

マナーや基本ルールなどの情報提供を効果的に行い、持続可能な利用と管理を行うことが

必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-2 将来の海辺への要望 
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９．利用のルールに関する資料 

 利用のルールに関する事例を図 9-1～3 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1 葉山町 海・浜のルールブック 
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図 9-2 横浜海の公園利用ルールの概要 

 

 

●海の公園における利用形態 
 ・海水浴 
 ・潮干狩り 
 ・磯遊び 
 ・自然観察会 
 ・自然再生活動（アマモ移植など） 
 ・ボードセーリング 等 
  （動力付きのボートなどは利用不可） 
●ゾーニング  
 ・遊泳区域 
 ・ボードセーリング 
・海水浴期間中のペット立ち入り禁止区域（海浜部、芝生広場） 

必要最低限の区分けとし、快適性と安全性を確保 
●潮干狩りのルール 
・幅 15 ㎝を超える貝採り器具の使用を禁止する 
・２㎝以下の稚貝の採取を禁止する 
・一人が一度に採る貝の量は２キログラム以内とする  

海の公園マップ
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図 9-3 横浜市金沢区白帆地先の採捕禁止区域にかかる委員会指示 

（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kaiku/siji-jikou.html より転載） 
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10．相談窓口 

水産庁 
漁港漁場整備部計画課調査班 http://www.jfa.maff.go.jp/ 

（代表電話）03-3502-8111 

独立行政法人水産総合研究センター 
業務企画部 http://hnf.fra.affrc.go.jp/ 

（代表電話）0154-91-9136 

 
東北区水産研究所 http://tnfri.fra.affrc.go.jp/index.html 

（代表電話）022-365-1191 

 
瀬戸内海区水産研究所 http://feis.fra.affrc.go.jp/ 

（代表電話）0829-55-0666 

専門家等 

三重大学生物資源学部 教授 前川幸行 

http://www.bio.mie-u.ac.jp/ 

（代表電話）059-231-9626 

 

東京海洋大学海洋科学部 教授 能登谷正浩 

http://www.s.kaiyodai.ac.jp/ 

（代表電話）03-5463-0400 

 

特定非営利活動法人 日本国際湿地保全連合 顧問 相生啓子 

http://www.wi-japan.com/ 

（代表電話）03-5614-2150 

 

独立行政法人水産総合研究センター日本海区水産研究所 日本海海洋研究部

長 飯泉 仁 

http://jsnfri.fra.affrc.go.jp/ 

（代表電話）025-228-0451 

 

ＮＰＯ法人 海辺つくり研究会 事務局長 木村 尚 

http://homepage2.nifty.com/umibeken/ 

（代表電話）045-321-8601 

 

青森県水産総合研究センター増養殖研究所 磯根資源部長 桐原慎二 

http://www.applenet.jp/~aosui/ 

（代表電話）0173-72-2171 

 

神奈川県水産技術センター 主任研究員 工藤孝浩 

http://www.agri.pref.kanagawa.jp/suisoken/top.asp 

（代表電話）046-882-2311 

 

総合研究大学院大学先導科学研究科 教授 颯田葉子 

http://www.soken.ac.jp/rcourse/sendoh.php 

（代表電話）046-858-1500 

 

北海道大学観光学高等研究センター観光システム研究部門 教授 敷田麻実

http://www.hokudai.ac.jp/imcts/index.html 

（代表電話）011-716-2111 

 

独立行政法人水産工学研究所 業務推進部業務推進課長 寺脇利信 

http://nrife.fra.affrc.go.jp/ 

（代表電話）0479-44-5929 

 

千葉大学大学院自然科学研究科 准教授 仲岡雅裕 

http://www.nd.chiba-u.jp/top.cgi 

（代表電話）043-290-3882 

＊ 専門家の所属及び役職は平成 19 年 4 月時点であり、その後の異動等によりご相談を受けられない場合もありますこ

とをご了承下さい。 

＊ それぞれの地域の状況などについては、各都道府県の水産関係試験研究機関に問い合わせてみて下さい。 
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アマモ類自然再生ガイドライン調査検討委員会 

 氏 名 所属・役職 

委員長 前川 幸行 三重大学生物資源学部 教授 

委 員 相生 啓子 特定非営利活動法人 日本国際湿地保全連合 顧問 

〃 木村 尚 ＮＰＯ法人海辺つくり研究会 事務局長 

〃 工藤 孝浩 神奈川県水産技術センター 主任研究員 

〃 敷田 麻実 金沢工業大学情報フロンティア学部 教授 

〃 寺脇 利信 水産総合研究センター経営企画部 評価コーディネーター 

（五十音順、所属及び役職は当時） 
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